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１－（１） 介護保険法（抜粋） 

 

（平成九年十二月十七日法律第百二十三号） 

 

 

 第４章 保険給付  
 

 

（不正利得の徴収等） 

第二十二条  偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、市町村は、

その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるほか、当該偽りその他

不正の行為によって受けた保険給付が第五十一条の三第一項の規定による特定入所者介護

サービス費の支給、第五十一条の四第一項の規定による特例特定入所者介護サービス費の

支給、第六十一条の三第一項の規定による特定入所者介護予防サービス費の支給又は第六

十一条の四第一項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費の支給であるときは、

市町村は、厚生労働大臣の定める基準により、その者から当該偽りその他不正の行為によ

って支給を受けた額の百分の二百に相当する額以下の金額を徴収することができる。 

２ 前項に規定する場合において、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテー

ション若しくは短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は介護予防訪問

看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護

予防短期入所療養介護についてその治療の必要の程度につき診断する医師その他居宅サー

ビス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサー

ビス、施設サービス又は介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスに従事する医

師又は歯科医師が、市町村に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給

付が行われたものであるときは、市町村は、当該医師又は歯科医師に対し、保険給付を受

けた者に連帯して同項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。  

３ 市町村は、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一

項に規定する指定地域密着型サービス事業者、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護

支援事業者、介護保険施設、第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、

第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者又は第五十八条

第一項に規定する指定介護予防支援事業者（以下この項において「指定居宅サービス事業

者等」という。）が、偽りその他不正の行為により第四十一条第六項、第四十二条の二第

六項、第四十六条第四項、第四十八条第四項、第五十一条の三第四項、第五十三条第四項、

第五十四条の二第六項、第五十八条第四項又は第六十一条の三第四項の規定による支払を

受けたときは、当該指定居宅サービス事業者等から、その支払った額につき返還させるべ

き額を徴収するほか、その返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額を徴収すること

ができる。  

 

 

（文書の提出等） 

第二十三条  市町村は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該保険給付を受け

る者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等（居宅サービス（これに相当するサービ

スを含む。）、地域密着型サービス（これに相当するサービスを含む。）、居宅介護支援（こ

れに相当するサービスを含む。）、施設サービス、介護予防サービス（これに相当するサー



4 
 

ビスを含む。）、地域密着型介護予防サービス（これに相当するサービスを含む。）若しくは

介護予防支援（これに相当するサービスを含む。）をいう。以下同じ。）を担当する者若し

くは保険給付に係る第四十五条第一項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であっ

た者（第二十四条の二第一項第一号において「照会等対象者」という。）に対し、文書その

他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会

をさせることができる。 

 

（帳簿書類の提示等） 

第二十四条  厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護給付等（居宅介護住宅改修費の支給及

び介護予防住宅改修費の支給を除く。次項及び第二百八条において同じ。）に関して必要

があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行

った居宅サービス等に関し、報告若しくは当該居宅サービス等の提供の記録、帳簿書類そ

の他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。 

２ 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、介護給付等を受けた被

保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等（以下「介

護給付等対象サービス」という。）の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させ

ることができる。 

３ 前二項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を

携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

４ 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては

ならない。 

 

 

 第５章 介護支援専門員並びに事業者及び施設  
 

 

【指定居宅サービス事業者】 
 

（指定居宅サービス事業者の指定） 

第七十条  第四十一条第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅サー

ビス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る

居宅サービス事業を行う事業所（以下この節において単に「事業所」という。）ごとに行

う。  

２ 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号（病院等により行われる

居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーシ

ョン、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、

第六号の二、第六号の三、第十号の二及び第十二号を除く。）のいずれかに該当するとき

は、第四十一条第一項本文の指定をしてはならない。  

一 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。  

二 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第七十四条第一項の都

道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県の条例で定める員数を満たしていないと

き。  
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三 申請者が、第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関

する基準に従って適正な居宅サービス事業の運営をすることができないと認められると

き。  

四 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな

くなるまでの者であるとき。  

五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定める

ものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな

くなるまでの者であるとき。  

五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に

処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。  

五の三 申請者が、社会保険各法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十

四年法律第八十四号）の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金（地

方税法の規定による国民健康保険税を含む。以下この号、第七十八条の二第四項第五号

の三、第七十九条第二項第四号の三、第九十四条第三項第五号の三、第百十五条の二第

二項第五号の三、第百十五条の十二第二項第五号の三、第百十五条の二十二第二項第四

号の三及び第二百三条第二項において「保険料等」という。）について、当該申請をし

た日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受

けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限

の到来した保険料等の全て（当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義

務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。第七十八条の二第

四項第五号の三、第七十九条第二項第四号の三、第九十四条第三項第五号の三、第百十

五条の二第二項第五号の三、第百十五条の十二第二項第五号の三及び第百十五条の二十

二第二項第四号の三において同じ。）を引き続き滞納している者であるとき。  

六 申請者（特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、第七十七条第一

項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定（特定施設入居者生活介護に係る指

定を除く。）を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者（当該指

定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法

第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員（業務を執行する

社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称

を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこ

れらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第五節及び第

二百三条第二項において同じ。）又はその事業所を管理する者その他の政令で定める使

用人（以下「役員等」という。）であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過

しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合において

は、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの

日から起算して五年を経過しないものを含む。）であるとき。ただし、当該指定の取消

しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由と

なった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業

務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービ
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ス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該

当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるも

のに該当する場合を除く。  

六の二 申請者（特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、第七十七条

第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定（特定施設入居者生活介護に係

る指定に限る。）を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者（当

該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手

続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者

で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された

者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該

事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含

む。）であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取

消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止する

ための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況そ

の他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮し

て、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認

められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。  

六の三 申請者と密接な関係を有する者（申請者（法人に限る。以下この号において同じ。）

の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその

事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの（以下この号

において「申請者の親会社等」という。）、申請者の親会社等が株式の所有その他の事

由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係に

ある者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通

じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者

として厚生労働省令で定めるもののうち、当該申請者と厚生労働省令で定める密接な関

係を有する法人をいう。以下この章において同じ。）が、第七十七条第一項又は第百十

五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年

を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅サービス事業者の指定

の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止

するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状

況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考

慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当である

と認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。  

七 申請者が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による指定の取消

しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日

又は処分をしないことを決定する日までの間に第七十五条第二項の規定による事業の廃

止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届

出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。  
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七の二 申請者が、第七十六条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日

（当該検査の結果に基づき第七十七条第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴

聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところに

より都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知

した場合における当該特定の日をいう。）までの間に第七十五条第二項の規定による事

業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、

当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。  

八 第七号に規定する期間内に第七十五条第二項の規定による事業の廃止の届出があった

場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人（当該事

業の廃止について相当の理由がある法人を除く。）の役員等又は当該届出に係る法人で

ない事業所（当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。）の管理者であっ

た者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。  

九 申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為

をした者であるとき。  

十 申請者（特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人で、その役

員等のうちに第四号から第六号まで又は第七号から前号までのいずれかに該当する者の

あるものであるとき。  

十の二 申請者（特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人で、そ

の役員等のうちに第四号から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第九号までの

いずれかに該当する者のあるものであるとき。  

十一 申請者（特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人でない事

業所で、その管理者が第四号から第六号まで又は第七号から第九号までのいずれかに該

当する者であるとき。  

十二 申請者（特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人でない事

業所で、その管理者が第四号から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第九号ま

でのいずれかに該当する者であるとき。  

３ 都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い

定めるものとする。  

４ 都道府県知事は、介護専用型特定施設入居者生活介護（介護専用型特定施設に入居して

いる要介護者について行われる特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）につき第一

項の申請があった場合において、当該申請に係る事業所の所在地を含む区域（第百十八条

第二項の規定により当該都道府県が定める区域とする。）における介護専用型特定施設入

居者生活介護の利用定員の総数及び地域密着型特定施設入居者生活介護の利用定員の総数

の合計数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計

画において定めるその区域の介護専用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数及び

地域密着型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数の合計数に既に達しているか、又

は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の

当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、

第四十一条第一項本文の指定をしないことができる。  
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５ 都道府県知事は、混合型特定施設入居者生活介護（介護専用型特定施設以外の特定施設

に入居している要介護者について行われる特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）

につき第一項の申請があった場合において、当該申請に係る事業所の所在地を含む区域（第

百十八条第二項の規定により当該都道府県が定める区域とする。）における混合型特定施

設入居者生活介護の推定利用定員（厚生労働省令で定めるところにより算定した定員をい

う。）の総数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支

援計画において定めるその区域の混合型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数に既

に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認

めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあ

ると認めるときは、第四十一条第一項本文の指定をしないことができる。  

６ 都道府県知事は、第四十一条第一項本文の指定（特定施設入居者生活介護その他の厚生

労働省令で定める居宅サービスに係るものに限る。）をしようとするときは、関係市町村

長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村

の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を

求めなければならない。  

７ 市町村長は、第四十二条の二第一項本文の指定を受けて定期巡回・随時対応型訪問介護

看護等（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービスであって、定期巡回・随時対

応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護その他の厚生労働省令で定めるものをいう。

以下この条において同じ。）の事業を行う者の当該指定に係る当該事業を行う事業所（以

下この項において「定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所」という。）が当該市町

村の区域にある場合その他の厚生労働省令で定める場合であって、次の各号のいずれかに

該当すると認めるときは、都道府県知事に対し、訪問介護、通所介護その他の厚生労働省

令で定める居宅サービス（当該市町村の区域に所在する事業所が行うものに限る。）に係

る第四十一条第一項本文の指定について、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町

村が定める市町村介護保険事業計画（第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計

画をいう。以下この項において同じ。）において定める当該市町村又は当該定期巡回・随

時対応型訪問介護看護等事業所の所在地を含む区域（第百十七条第二項第一号の規定によ

り当該市町村が定める区域とする。以下この項において「日常生活圏域」という。）にお

ける定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の見込量を確保するため必要な協議を求めるこ

とができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない。  

一 当該市町村又は当該日常生活圏域における居宅サービス（この項の規定により協議を

行うものとされたものに限る。以下この号及び次項において同じ。）の種類ごとの量が、

当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は当該日常生活

圏域における当該居宅サービスの種類ごとの見込量に既に達しているか、又は第一項の申

請に係る事業者の指定によってこれを超えることになるとき。  

二 その他当該市町村介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあるとき。  

８ 都道府県知事は、前項の規定による協議の結果に基づき、当該協議を求めた市町村長の

管轄する区域に所在する事業所が行う居宅サービスにつき第一項の申請があった場合にお
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いて、厚生労働省令で定める基準に従って、第四十一条第一項本文の指定をしないことと

し、又は同項本文の指定を行うに当たって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業

の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。  

 

 

（指定の更新） 

第七十条の二  第四十一条第一項本文の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その

期間の経過によって、その効力を失う。 

２ 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間（以下この条において「指定の有

効期間」という。）の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指

定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 

３ 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定

の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 

４ 前条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。 

 

（指定の変更） 

第七十条の三 第四十一条第一項本文の指定を受けて特定施設入居者生活介護の事業を行う

者は、同項本文の指定に係る特定施入居者生活介護の利用定員を増加しようとするときは、

あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定施設入居者生活介護に係る同

項本文の指定の変更を申請することができる。 

２ 第七十条第四項から第六号までの規定は、前項の指定の変更の申請があった場合につい

て準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「指定をしない」とあるのは、

「指定の変更を拒む」と読み替えるものとする。 

 

（指定居宅サービス事業者の特例） 

第七十一条 病院等について、健康保険法第六十三条第三項第一号の規定による保険医療機

関又は保険薬局の指定があったとき（同法第六十九条の規定により同号の指定があったも

のとみなされたときを含む。）は、その指定の時に、当該病院等の開設者について、当該

病院等により行われる居宅サービス（病院又は診療所にあっては居宅療養管理指導その他

厚生労働省令で定める種類の居宅サービスに限り、薬局にあっては居宅療養管理指導に限

る。）に係る第四十一条第一項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該病院等の

開設者が、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたとき、又はその指定の時

前に第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定により第四十一条第一項

本文の指定を取り消されているときは、この限りでない。  

２ 前項の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る第四十一条第一項本文

の指定は、当該指定に係る病院等について、健康保険法第八十条の規定による保険医療機

関又は保険薬局の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。  

 

第七十二条 介護老人保健施設について、第九十四条第一項の許可があったときは、その許

可の時に、当該介護老人保健施設の開設者について、当該介護老人保健施設により行われ

る居宅サービス（短期入所療養介護その他厚生労働省令で定める居宅サービスの種類に限

る。）に係る第四十一条第一項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該介護老人
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保健施設の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、こ

の限りでない。  

２ 前項の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る第四十一条第一項本文

の指定は、当該指定に係る介護老人保健施設について、第九十四条の二第一項の規定によ

り許可の効力が失われたとき又は第百四条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規

定により許可の取消しがあったときは、その効力を失う。  

 

（指定居宅サービスの事業の基準） 

第七十三条 指定居宅サービス事業者は、次条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の

設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅サー

ビスを提供するとともに、自らその提供する指定居宅サービスの質の評価を行うことその

他の措置を講ずることにより常に指定居宅サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供

するように努めなければならない。  

２ 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスを受けようとする被保険者から提示され

た被保険者証に、第二十七条第七項第二号（第二十八条第四項及び第二十九条第二項にお

いて準用する場合を含む。）若しくは第三十二条第六項第二号（第三十三条第四項及び第

三十三条の二第二項において準用する場合を含む。）に掲げる意見又は第三十条第一項後

段若しくは第三十三条の三第一項後段に規定する意見（以下「認定審査会意見」という。）

が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定居宅

サービスを提供するように努めなければならない。  

 

第七十四条  指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、都道府県の条例で

定める基準に従い都道府県の条例で定める員数の当該指定居宅サービスに従事する従業者

を有しなければならない。  

２ 前項に規定するもののほか、指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、

都道府県の条例で定める。  

３ 都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項に

ついては厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項について

は厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生

労働省令で定める基準を参酌するものとする。  

一 指定居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数  

二 指定居宅サービスの事業に係る居室、療養室及び病室の床面積  

三 指定居宅サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービス

の適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとし

て厚生労働省令で定めるもの  

四  指定居宅サービスの事業に係る利用定員  

４ 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準（指定居宅サービスの取扱

いに関する部分に限る。）を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を

聴かなければならない。  
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５ 指定居宅サービス事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をした

ときは、当該届出の日前一月以内に当該指定居宅サービスを受けていた者であって、当該

事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定居宅サービスに相当するサービ

スの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、指定居

宅介護支援事業者、他の指定居宅サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜

の提供を行わなければならない。  

６ 指定居宅サービス事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法

律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。  

 

（変更の届出等） 

第七十五条 指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚

生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅サービスの事業

を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県

知事に届け出なければならない。 

２ 指定居宅サービス事業者は、当該指定居宅サービスの事業を廃止し、又は休止しようと

するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、

その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

 

（都道府県知事等による連絡調整又は援助） 

第七十五条の二 都道府県知事又は市町村長は、指定居宅サービス事業者による第七十四条

第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定

居宅サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者、他の指定居宅サービス事業者その他の

関係者相互間の連絡調整又は当該指定居宅サービス事業者及び当該関係者に対する助言そ

の他の援助を行うことができる。  

２ 厚生労働大臣は、同一の指定居宅サービス事業者について二以上の都道府県知事が前項

の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定居宅サービス事業者による

第七十四条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、

当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定居宅サービス事業者に対する都道府県の

区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。  

 

 

（報告等） 

第七十六条 都道府県知事又は市町村長は、居宅介護サービス費の支給に関して必要がある

と認めるときは、指定居宅サービス事業者若しくは指定居宅サービス事業者であった者若

しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者（以下この項において「指定居宅サービ

ス事業者であった者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を

命じ、指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定居宅

サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、

若しくは当該指定居宅サービス事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他指定居宅サ

ービスの事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検

査させることができる。  
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２ 第二十四条第三項の規定は、前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規

定は、前項の規定による権限について準用する。  

 

 

（勧告、命令等） 

第七十六条の二  都道府県知事は、指定居宅サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該当

すると認めるときは、当該指定居宅サービス事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に

定める措置をとるべきことを勧告することができる。  

一  第七十条第八項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わない場合 当

該条件に従うこと。  

二  当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第七十四条第一項

の都道府県の条例で定める基準又は同項の都道府県の条例で定める員数を満たしていない

場合 当該都道府県の条例で定める基準又は当該都道府県の条例で定める員数を満たすこ

と。  

三  第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に

従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をしていない場合 当該指定居宅サービスの事

業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をすること。  

四  第七十四条第五項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を

適正に行うこと。  

２  都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定居宅サ

ービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。  

３  都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定居宅サービス事業者が、正当な理由

がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定居宅サービス事業者に対し、期限

を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。  

４  都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければなら

ない。  

５  市町村は、保険給付に係る指定居宅サービスを行った指定居宅サービス事業者について、第

一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所

の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。  

 

 

（指定の取消し等） 

第七十七条  都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅

サービス事業者に係る第四十一条第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定

の全部若しくは一部の効力を停止することができる。  

一  指定居宅サービス事業者が、第七十条第二項第四号から第五号の二まで、第十号（第五

号の三に該当する者のあるものであるときを除く。）、第十号の二（第五号の三に該当する者

のあるものであるときを除く。）、第十一号（第五号の三に該当する者であるときを除く。）又は

第十二号（第五号の三に該当する者であるときを除く。）のいずれかに該当するに至ったとき。  
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二  指定居宅サービス事業者が、第七十条第八項の規定により当該指定を行うに当たって付さ

れた条件に違反したと認められるとき。  

三  指定居宅サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人

員について、第七十四条第一項の都道府県の条例で定める基準又は同項の都道府県の条例

で定める員数を満たすことができなくなったとき。  

四  指定居宅サービス事業者が、第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設

備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をすることができな

くなったとき。  

五  指定居宅サービス事業者が、第七十四条第六項に規定する義務に違反したと認められると

き。  

六  居宅介護サービス費の請求に関し不正があったとき。  

七  指定居宅サービス事業者が、第七十六条第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若

しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。  

八  指定居宅サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第七十六条第一項の

規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しく

は虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、

当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、

当該指定居宅サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。  

九  指定居宅サービス事業者が、不正の手段により第四十一条第一項本文の指定を受けたと

き。  

十  前各号に掲げる場合のほか、指定居宅サービス事業者が、この法律その他国民の保健医

療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分

に違反したとき。  

十一  前各号に掲げる場合のほか、指定居宅サービス事業者が、居宅サービス等に関し不正

又は著しく不当な行為をしたとき。  

十二  指定居宅サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し

又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等

に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。  

十三  指定居宅サービス事業者が法人でない事業所である場合において、その管理者が指定

の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サ

ービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。  

２  市町村は、保険給付に係る指定居宅サービスを行った指定居宅サービス事業者について、前

項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道

府県知事に通知しなければならない。  

 

 

（公示） 

第七十八条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該指定居宅サービス事業者の名称又

は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなけ

ればならない。 
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一  第四十一条第一項本文の指定をしたとき。 

二 第七十五条第二項の規定による事業の廃止の届出があったとき。 

三 前条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により第四十一条第一項本文の指定

を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。 

 

 

【指定地域密着型サービス事業者】 
 

 

（指定地域密着型サービス事業者の指定） 

第七十八条の二  第四十二条の二第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、地

域密着型サービス事業を行う者（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業に

あっては、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が二

十九人以下であって市町村の条例で定める数であるものの開設者）の申請により、地域密着型

サービスの種類及び当該地域密着型サービスの種類に係る地域密着型サービス事業を行う事

業所（第七十八条の十三第一項及び第七十八条の十四第一項を除き、以下この節において「事

業所」という。）ごとに行い、当該指定をする市町村長がその長である市町村が行う介護保険の

被保険者（特定地域密着型サービスに係る指定にあっては、当該市町村の区域内に所在する住

所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用要介護被保険者を含む。）に対する地域

密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費の支給について、その効力を有す

る。  

２  市町村長は、第四十二条の二第一項本文の指定をしようとするときは、厚生労働省令で定める

ところにより、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。  

３  都道府県知事は、地域密着型特定施設入居者生活介護につき市町村長から前項の届出があ

った場合において、当該申請に係る事業所の所在地を含む区域（第百十八条第二項の規定によ

り当該都道府県が定める区域とする。）における介護専用型特定施設入居者生活介護の利用定

員の総数及び地域密着型特定施設入居者生活介護の利用定員の総数の合計数が、同条第一

項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区

域の介護専用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数及び地域密着型特定施設入居

者生活介護の必要利用定員総数の合計数に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の

指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計

画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該市町村長に対し、必要な助言又は

勧告をすることができる。  

４  市町村長は、第一項の申請があった場合において、次の各号（病院又は診療所により行われ

る複合型サービス（厚生労働省令で定めるものに限る。第六項において同じ。）に係る指定の申

請にあっては、第六号の二、第六号の三、第十号及び第十二号を除く。）のいずれかに該当する

ときは、第四十二条の二第一項本文の指定をしてはならない。  

一  申請者が市町村の条例で定める者でないとき。  
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二  当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第七十八条の四第一項

の市町村の条例で定める基準若しくは同項の市町村の条例で定める員数又は同条第五項に

規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たしていないとき。  

三  申請者が、第七十八条の四第二項又は第五項に規定する指定地域密着型サービスの事

業の設備及び運営に関する基準に従って適正な地域密着型サービス事業の運営をすること

ができないと認められるとき。  

四  当該申請に係る事業所が当該市町村の区域の外にある場合であって、その所在地の市町

村長（以下この条において「所在地市町村長」という。）の同意を得ていないとき。  

四の二  申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく

なるまでの者であるとき。  

五  申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの

の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまで

の者であるとき。  

五の二  申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処

せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。  

五の三  申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法

律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上

の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞

納している者であるとき。  

六  申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、第七十八条の十

（第二号から第五号までを除く。）の規定により指定（認知症対応型共同生活介護、地域密着

型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定

を除く。）を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消さ

れた者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定

による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から

起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所であ

る場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で

当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）であるとき。ただし、当該指定の

取消しが、指定地域密着型サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分

の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事

業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定

地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定

の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定

めるものに該当する場合を除く。  

六の二  申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地

域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、第七十八条

の十（第二号から第五号までを除く。）の規定により指定（認知症対応型共同生活介護、地域

密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る
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指定に限る。）を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者（当該指定を取

り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の

規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日

から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所

である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった

者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）であるとき。ただし、当該指

定の取消しが、指定地域密着型サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの

処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型サービ

ス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該

指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する

指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令

で定めるものに該当する場合を除く。  

六の三  申請者と密接な関係を有する者（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係

る指定の申請者と密接な関係を有する者を除く。）が、第七十八条の十（第二号から第五号ま

でを除く。）の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していな

いとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型サービス事業者の指定の取消しのうち

当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指

定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当

該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、こ

の号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの

として厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。  

七  申請者が、第七十八条の十（第二号から第五号までを除く。）の規定による指定の取消しの

処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処

分をしないことを決定する日までの間に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届

出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）又は第七十八条の八の

規定による指定の辞退をした者（当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。）で、

当該届出又は指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。  

七の二  前号に規定する期間内に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出又

は第七十八条の八の規定による指定の辞退があった場合において、申請者が、同号の通知

の日前六十日以内に当該届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人

を除く。）の役員等若しくは当該届出に係る法人でない事業所（当該事業の廃止について相当

の理由があるものを除く。）の管理者であった者又は当該指定の辞退に係る法人（当該指定の

辞退について相当の理由がある法人を除く。）の役員等若しくは当該指定の辞退に係る法人

でない事業所（当該指定の辞退について相当の理由があるものを除く。）の管理者であった者

で、当該届出又は指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。  

八  申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をし

た者であるとき。  

九  申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人で、その役員
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等のうちに第四号の二から第六号まで又は前三号のいずれかに該当する者のあるものである

とき。  

十  申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人で、その役員

等のうちに第四号の二から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第八号までのいず

れかに該当する者のあるものであるとき。  

十一  申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人でない事業

所で、その管理者が第四号の二から第六号まで又は第七号から第八号までのいずれかに該

当する者であるとき。  

十二  申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人でない事

業所で、その管理者が第四号の二から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第八号

までのいずれかに該当する者であるとき。  

５  市町村が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定める

ものとする。  

６  市町村長は、第一項の申請があった場合において、次の各号（病院又は診療所により行われ

る複合型サービスに係る指定の申請にあっては、第一号の二、第一号の三、第三号の二、第三

号の四及び第四号を除く。）のいずれかに該当するときは、第四十二条の二第一項本文の指定

をしないことができる。  

一  申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、第七十八条の十第

二号から第五号までの規定により指定（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設

入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。）を

取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消された者が

法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通

知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して

五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合に

おいては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消

しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）であるとき。  

一の二  申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地

域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、第七十八条

の十第二号から第五号までの規定により指定（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特

定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定に限

る。）を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者（当該指定を取り消され

た者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定に

よる通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起

算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である
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場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当

該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）であるとき。  

一の三  申請者と密接な関係を有する者（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係

る指定の申請者と密接な関係を有する者を除く。）が、第七十八条の十第二号から第五号まで

の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。  

二  申請者が、第七十八条の十第二号から第五号までの規定による指定の取消しの処分に係

る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしない

ことを決定する日までの間に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした

者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）又は第七十八条の八の規定によ

る指定の辞退をした者（当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出

又は指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。  

二の二  申請者が、第七十八条の七第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予

定日（当該検査の結果に基づき第七十八条の十の規定による指定の取消しの処分に係る聴

聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市

町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合にお

ける当該特定の日をいう。）までの間に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届

出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）又は第七十八条の八の

規定による指定の辞退をした者（当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。）で、

当該届出又は指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。  

二の三  第二号に規定する期間内に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出

又は第七十八条の八の規定による指定の辞退があった場合において、申請者が、同号の通

知の日前六十日以内に当該届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法

人を除く。）の役員等若しくは当該届出に係る法人でない事業所（当該事業の廃止について相

当の理由があるものを除く。）の管理者であった者又は当該指定の辞退に係る法人（当該指定

の辞退について相当の理由がある法人を除く。）の役員等若しくは当該指定の辞退に係る法

人でない事業所（当該指定の辞退について相当の理由があるものを除く。）の管理者であった

者で、当該届出又は指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。  

三  申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人で、その役員

等のうちに第一号又は前三号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。  

三の二  申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地

域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人で、その

役員等のうちに第一号の二又は第二号から第二号の三までのいずれかに該当する者のある

ものであるとき。  

三の三  申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地

域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人でない事

業所で、その管理者が第一号又は第二号から第二号の三までのいずれかに該当する者であ

るとき。  
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三の四  申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地

域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人でない

事業所で、その管理者が第一号の二又は第二号から第二号の三までのいずれかに該当する

者であるとき。  

四  認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護につき第一項の申請があった場合において、当該市町村又は

当該申請に係る事業所の所在地を含む区域（第百十七条第二項第一号の規定により当該市

町村が定める区域とする。以下この号において「日常生活圏域」という。）における当該地域密

着型サービスの利用定員の総数が、同条第一項の規定により当該市町村が定める市町村介

護保険事業計画において定める当該市町村又は当該日常生活圏域の当該地域密着型サー

ビスの必要利用定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこ

れを超えることになると認めるとき、その他の当該市町村介護保険事業計画の達成に支障を

生ずるおそれがあると認めるとき。  

７  市町村長は、第四十二条の二第一項本文の指定を行おうとするとき、又は前項第四号の規

定により同条第一項本文の指定をしないこととするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護

保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。  

８  市町村長は、第四十二条の二第一項本文の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営

を確保するために必要と認める条件を付することができる。  

９  第一項の申請を受けた市町村長（以下この条において「被申請市町村長」という。）と所在地

市町村長との協議により、第四項第四号の規定による同意を要しないことについて所在地市町

村長の同意があるときは、同号の規定は適用しない。  

10  前項の規定により第四項第四号の規定が適用されない場合であって、第一項の申請に係る

事業所（所在地市町村長の管轄する区域にあるものに限る。）について、次の各号に掲げるとき

は、それぞれ当該各号に定める時に、当該申請者について、被申請市町村長による第四十二条

の二第一項本文の指定があったものとみなす。  

一  所在地市町村長が第四十二条の二第一項本文の指定をしたとき当該指定がされた時  

二  所在地市町村長による第四十二条の二第一項本文の指定がされているとき被申請市町村

長が当該事業所に係る地域密着型サービス事業を行う者から第一項の申請を受けた時  

11  第七十八条の十の規定による所在地市町村長による第四十二条の二第一項本文の指定の

取消し若しくは効力の停止又は第七十八条の十二において準用する第七十条の二第一項若しく

は第七十八条の十五第一項若しくは第三項（同条第五項において準用する場合を含む。）の規

定による第四十二条の二第一項本文の指定の失効は、前項の規定により受けたものとみなされ

た被申請市町村長による第四十二条の二第一項本文の指定の効力に影響を及ぼさないものと

する。  

 

 

（指定地域密着型サービスの事業の基準） 

第七十八条の三  指定地域密着型サービス事業者は、次条第二項又は第五項に規定する指定

地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に
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応じて適切な指定地域密着型サービスを提供するとともに、自らその提供する指定地域密着型

サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定地域密着型サービスを

受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。  

２  指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを受けようとする被保険者から

提示された被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配

慮して、当該被保険者に当該指定地域密着型サービスを提供するように努めなければならな

い。  

 

第七十八条の四  指定地域密着型サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、市町村の

条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定地域密着型サービスに従事す

る従業者を有しなければならない。  

２  前項に規定するもののほか、指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準

は、市町村の条例で定める。  

３  市町村が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第四号までに掲げる事項について

は厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第五号に掲げる事項については厚生労働

省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定め

る基準を参酌するものとする。  

一  指定地域密着型サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数  

二  指定地域密着型サービスの事業に係る居室の床面積  

三  小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型通所介護の事業に係る利用定員  

四  指定地域密着型サービスの事業の運営に関する事項であって、利用又は入所する要介護

者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連

するものとして厚生労働省令で定めるもの  

五  指定地域密着型サービスの事業（第三号に規定する事業を除く。）に係る利用定員  

４  厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準（指定地域密着型サービスの取

扱いに関する部分に限る。）を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴か

なければならない。  

５  市町村は、第三項の規定にかかわらず、同項第一号から第四号までに掲げる事項については、

厚生労働省令で定める範囲内で、当該市町村における指定地域密着型サービスに従事する従

業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定める

ことができる。  

６  市町村は、前項の当該市町村における指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する

基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めようとするときは、

あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学

識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。  

７  指定地域密着型サービス事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出

をしたとき又は第七十八条の八の規定による指定の辞退をするときは、当該届出の日前一月以

内に当該指定地域密着型サービス（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。）を

受けていた者又は同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該地域密着型介護老人福祉
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施設入所者生活介護を受けていた者であって、当該事業の廃止若しくは休止の日又は当該指定

の辞退の日以後においても引き続き当該指定地域密着型サービスに相当するサービスの提供

を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、指定居宅介護支援事

業者、他の指定地域密着型サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を

行わなければならない。  

８  指定地域密着型サービス事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの

法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。  

 

 

（変更の届出等） 

第七十八条の五  指定地域密着型サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在

地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定地域密着

型サービス（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。）の事業を再開したと

きは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なけ

ればならない。  

２  指定地域密着型サービス事業者は、当該指定地域密着型サービス（地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護を除く。）の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生

労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村

長に届け出なければならない。  

 

 

（市町村長等による連絡調整又は援助） 

第七十八条の六  市町村長は、指定地域密着型サービス事業者による第七十八条の四第七項

に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定地域密

着型サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者、他の指定地域密着型サービス事業者そ

の他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型サービス事業者及び当該関係者に

対する助言その他の援助を行うことができる。  

２  都道府県知事は、同一の指定地域密着型サービス事業者について二以上の市町村長が前

項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定地域密着型サービス事業

者による第七十八条の四第七項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると

認めるときは、当該市町村長相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型サービス事業者に

対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。  

３  厚生労働大臣は、同一の指定地域密着型サービス事業者について二以上の都道府県知事

が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定地域密着型サービス

事業者による第七十八条の四第七項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があ

ると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型サービス

事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うこと

ができる。  
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（報告等） 

第七十八条の七  市町村長は、地域密着型介護サービス費の支給に関して必要があると認め

るときは、指定地域密着型サービス事業者若しくは指定地域密着型サービス事業者であっ

た者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者（以下この項において「指定地域

密着型サービス事業者であった者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若

しくは提示を命じ、指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業

者若しくは指定地域密着型サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員

に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係

る事業所、事務所その他指定地域密着型サービスの事業に関係のある場所に立ち入り、そ

の設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。  

２  第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定

は前項の規定による権限について準用する。  

 

 

（指定の辞退） 

第七十八条の八  第四十二条の二第一項本文の指定を受けて地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護の事業を行う者は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退すること

ができる。 

 

（勧告、命令等） 

第七十八条の九  市町村長は、指定地域密着型サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に

該当すると認めるときは、当該指定地域密着型サービス事業者に対し、期限を定めて、そ

れぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。  

一 第七十八条の二第八項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わな

い場合 当該条件に従うこと。  

二 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第七十八条の四

第一項の市町村の条例で定める基準若しくは同項の市町村の条例で定める員数又は同条

第五項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たしてい

ない場合 当該市町村の条例で定める基準若しくは当該市町村の条例で定める員数又は

当該指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たすこと。  

三  第七十八条の四第二項又は第五項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備

及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型サービスの事業の運営をしていな

い場合 当該指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正

な指定地域密着型サービスの事業の運営をすること。  

四  第七十八条の四第七項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の

提供を適正に行うこと。  

２ 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定地域密

着型サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表すること

ができる。  
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３ 市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた指定地域密着型サービス事業者が、正当

な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定地域密着型サービス

事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。  

４ 市町村長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければな

らない。  

 

 

（指定の取消し等） 

第七十八条の十  市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定地

域密着型サービス事業者に係る第四十二条の二第一項本文の指定を取り消し、又は期間を

定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。  

一  指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の二第四項第四号の二から第五号の二

まで、第九号（第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。）、第十号（第

五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。）、第十一号（第五号の三に該当

する者であるときを除く。）又は第十二号（第五号の三に該当する者であるときを除く。）

のいずれかに該当するに至ったとき。  

二 指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の二第六項第三号から第三号の四まで

のいずれかに該当するに至ったとき。  

三 指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の二第八項の規定により当該指定を行

うに当たって付された条件に違反したと認められるとき。  

四 指定地域密着型サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技

能又は人員について、第七十八条の四第一項の市町村の条例で定める基準若しくは同項

の市町村の条例で定める員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型サービスに従事

する従業者に関する基準を満たすことができなくなったとき。  

五 指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の四第二項又は第五項に規定する指定

地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型

サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。  

六 指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の四第八項に規定する義務に違反した

と認められるとき。  

七 指定地域密着型サービス事業者（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う

ものに限る。）が、第二十八条第五項（第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一

条第二項、第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三

十四条第二項において準用する場合を含む。第八十四条、第九十二条及び第百四条にお

いて同じ。）の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について

虚偽の報告をしたとき。  

八 地域密着型介護サービス費の請求に関し不正があったとき。  

九 指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の七第一項の規定により報告又は帳簿

書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。  

十 指定地域密着型サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第七十八条の

七第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して
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答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しく

は忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合におい

て、その行為を防止するため、当該指定地域密着型サービス事業者が相当の注意及び監

督を尽くしたときを除く。  

十一 指定地域密着型サービス事業者が、不正の手段により第四十二条の二第一項本文の

指定を受けたとき。  

十二 前各号に掲げる場合のほか、指定地域密着型サービス事業者が、この法律その他国

民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく

命令若しくは処分に違反したとき。  

十三 前各号に掲げる場合のほか、指定地域密着型サービス事業者が、居宅サービス等に

関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。  

十四 指定地域密着型サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指

定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に

居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。  

十五 指定地域密着型サービス事業者が法人でない事業所である場合において、その管理

者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年

以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。  

 

 

（公示） 

第七十八条の十一  市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該指定地域密着型サービス

事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を都道府

県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。  

一  第四十二条の二第一項本文の指定をしたとき。  

二  第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出があったとき。  

三  第七十八条の八の規定による第四十二条の二第一項本文の指定の辞退があったとき。  

四  前条の規定により第四十二条の二第一項本文の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは

一部の効力を停止したとき。  

 

 

（準用） 

第七十八条の十二  第七十条の二、第七十一条及び第七十二条の規定は、第四十二条の二第

一項本文の指定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的

読替えは、政令で定める。 

 

 

【指定介護老人福祉施設】 
（指定介護老人福祉施設の指定） 

第八十六条  第四十八条第一項第一号の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、老人福祉

法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が三十人以上であって

都道府県の条例で定める数であるものの開設者の申請があったものについて行う。  



25 
 

２  都道府県知事は、前項の申請があった場合において、当該特別養護老人ホームが次の各号

のいずれかに該当するときは、第四十八条第一項第一号の指定をしてはならない。  

一  第八十八条第一項に規定する人員を有しないとき。  

二  第八十八条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従

って適正な介護老人福祉施設の運営をすることができないと認められるとき。  

三  当該特別養護老人ホームの開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関

する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執

行を受けることがなくなるまでの者であるとき。  

三の二  当該特別養護老人ホームの開設者が、労働に関する法律の規定であって政令で定め

るものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの

者であるとき。  

三の三  当該特別養護老人ホームの開設者が、健康保険法、地方公務員等共済組合法、厚生

年金保険法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律の定めるところにより納付義務を

負う保険料、負担金又は掛金について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規

定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間

にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料、負担金又は掛金の全て（当

該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料、負担金又は掛金の納付義務を負うことを定め

る法律によって納付義務を負う保険料、負担金又は掛金に限る。）を引き続き滞納している者

であるとき。  

四  当該特別養護老人ホームの開設者が、第九十二条第一項又は第百十五条の三十五第六

項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であると

き。ただし、当該指定の取消しが、指定介護老人福祉施設の指定の取消しのうち当該指定の

取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護老人

福祉施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に

関して当該指定介護老人福祉施設の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本

文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして

厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。  

五  当該特別養護老人ホームの開設者が、第九十二条第一項又は第百十五条の三十五第六

項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった

日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第九十一条の規定に

よる指定の辞退をした者（当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。）で、当該指

定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。  

五の二  当該特別養護老人ホームの開設者が、第九十条第一項の規定による検査が行われた

日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第九十二条第一項の規定による指定の取

消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で

定めるところにより都道府県知事が当該特別養護老人ホームの開設者に当該検査が行われ

た日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。）までの間に第

九十一条の規定による指定の辞退をした者（当該指定の辞退について相当の理由がある者を

除く。）で、当該指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。  
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六  当該特別養護老人ホームの開設者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不

正又は著しく不当な行為をした者であるとき。  

七  当該特別養護老人ホームの開設者の役員又はその長のうちに次のいずれかに該当する者

があるとき。 

イ  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 

ロ  第三号、第三号の二又は前号に該当する者 

ハ  この法律、国民健康保険法又は国民年金法の定めるところにより納付義務を負う保険料

（地方税法の規定による国民健康保険税を含む。以下このハにおいて「保険料等」という。）に

ついて、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を

受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を

受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全て（当該処分を受けた者が、当該処分に係る

保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。）を引

き続き滞納している者 

ニ  第九十二条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消された特別

養護老人ホームにおいて、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知

があった日前六十日以内にその開設者の役員又はその長であった者で当該取消しの日から

起算して五年を経過しないもの（当該指定の取消しが、指定介護老人福祉施設の指定の取消

しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための

当該指定介護老人福祉施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況そ

の他の当該事実に関して当該指定介護老人福祉施設の開設者が有していた責任の程度を考

慮して、この号に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる

ものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。） 

ホ  第五号に規定する期間内に第九十一条の規定による指定の辞退をした特別養護老人ホー

ム（当該指定の辞退について相当の理由がある特別養護老人ホームを除く。）において、同号

の通知の日前六十日以内にその開設者の役員又はその長であった者で当該指定の辞退の

日から起算して五年を経過しないもの 

３  都道府県知事は、第四十八条第一項第一号の指定をしようとするときは、関係市町村長に対

し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第百十七

条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなけれ

ばならない。  

 

 

（指定の更新） 

第八十六条の二  第四十八条第一項第一号の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、そ

の期間の経過によって、その効力を失う。  

２  前項の更新の申請があった場合において、同項の期間（以下この条において「指定の有効期

間」という。）の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の

有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。  

３  前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有

効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。  
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４  前条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。  

 

 

（指定介護老人福祉施設の基準） 

第八十七条  指定介護老人福祉施設の開設者は、次条第二項に規定する指定介護老人福祉施

設の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定介護福

祉施設サービスを提供するとともに、自らその提供する指定介護福祉施設サービスの質の評価

を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定介護福祉施設サービスを受ける者の立場に

立ってこれを提供するように努めなければならない。  

２  指定介護老人福祉施設の開設者は、指定介護福祉施設サービスを受けようとする被保険者

から提示された被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見

に配慮して、当該被保険者に当該指定介護福祉施設サービスを提供するように努めなければな

らない。  

 

 

第八十八条  指定介護老人福祉施設は、都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員その

他の指定介護福祉施設サービスに従事する従業者を有しなければならない。  

２  前項に規定するもののほか、指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準は、都道

府県の条例で定める。  

３  都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で

定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌

するものとする。  

一  指定介護福祉施設サービスに従事する従業者及びその員数  

二  指定介護老人福祉施設に係る居室の床面積  

三  指定介護老人福祉施設の運営に関する事項であって、入所する要介護者のサービスの適

切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生

労働省令で定めるもの  

４  厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準（指定介護福祉施設サービスの

取扱いに関する部分に限る。）を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴

かなければならない。  

５  指定介護老人福祉施設の開設者は、第九十一条の規定による指定の辞退をするときは、同条

に規定する予告期間の開始日の前日に当該指定介護福祉施設サービスを受けていた者であっ

て、当該指定の辞退の日以後においても引き続き当該指定介護福祉施設サービスに相当する

サービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の

指定介護老人福祉施設の開設者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなけ

ればならない。  

６  指定介護老人福祉施設の開設者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの

法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。  
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（変更の届出） 

第八十九条 指定介護老人福祉施設の開設者は、開設者の住所その他の厚生労働省令で定め

る事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨

を都道府県知事に届け出なければならない。 

 

（都道府県知事等による連絡調整又は援助）  

第八十九条の二  都道府県知事又は市町村長は、指定介護老人福祉施設の開設者による第八

十八条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指

定介護老人福祉施設の開設者及び他の指定介護老人福祉施設の開設者その他の関係者相互

間の連絡調整又は当該指定介護老人福祉施設の開設者及び当該関係者に対する助言その他

の援助を行うことができる。  

２  厚生労働大臣は、同一の指定介護老人福祉施設の開設者について二以上の都道府県知事が

前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定介護老人福祉施設の開設

者による第八十八条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認める

ときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定介護老人福祉施設の開設者に対

する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。  

 

 

（報告等）  

第九十条  都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定介護老人福祉施設

若しくは指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者であった者（以下この

項において「開設者であった者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を

命じ、指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者若しくは開設者であった

者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定介護老人福祉

施設、指定介護老人福祉施設の開設者の事務所その他指定介護老人福祉施設の運営に関係

のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。  

２  第二十四条第三項の規定は、前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定

は、前項の規定による権限について準用する。  

 

 

（指定の辞退） 

第九十一条 指定介護老人福祉施設は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退する

ことができる。 

 

（勧告、命令等）  

第九十一条の二  都道府県知事は、指定介護老人福祉施設が、次の各号に掲げる場合に該当す

ると認めるときは、当該指定介護老人福祉施設の開設者に対し、期限を定めて、それぞれ当該

各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。  
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一  その行う指定介護福祉施設サービスに従事する従業者の人員について第八十八条第一項

の都道府県の条例で定める員数を満たしていない場合 当該都道府県の条例で定める員数

を満たすこと。  

二  第八十八条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従

って適正な指定介護老人福祉施設の運営をしていない場合 当該指定介護老人福祉施設の

設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護老人福祉施設の運営をすること。  

三  第八十八条第五項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を

適正に行うこと。  

２  都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定介護老

人福祉施設の開設者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することがで

きる。  

３  都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定介護老人福祉施設の開設者が、正

当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定介護老人福祉施設の開

設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。  

４  都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければなら

ない。  

５  市町村は、保険給付に係る指定介護福祉施設サービスを行った指定介護老人福祉施設につ

いて、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定介護

老人福祉施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。  

 

 

（指定の取消し等）  

第九十二条  都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定介護

老人福祉施設に係る第四十八条第一項第一号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定

の全部若しくは一部の効力を停止することができる。  

一  指定介護老人福祉施設が、第八十六条第二項第三号、第三号の二又は第七号（ハに該当

する者があるときを除く。）のいずれかに該当するに至ったとき。  

二  指定介護老人福祉施設が、その行う指定介護福祉施設サービスに従事する従業者の人員

について、第八十八条第一項の都道府県の条例で定める員数を満たすことができなくなったと

き。  

三  指定介護老人福祉施設が、第八十八条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備

及び運営に関する基準に従って適正な指定介護老人福祉施設の運営をすることができなくな

ったとき。  

四  指定介護老人福祉施設の開設者が、第八十八条第六項に規定する義務に違反したと認め

られるとき。  

五  第二十八条第五項の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果につ

いて虚偽の報告をしたとき。  

六  施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき。  
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七  指定介護老人福祉施設が、第九十条第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しく

は提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。  

八  指定介護老人福祉施設の開設者又はその長若しくは従業者が、第九十条第一項の規定に

より出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽

の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指

定介護老人福祉施設の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当

該指定介護老人福祉施設の開設者又はその長が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。  

九  指定介護老人福祉施設の開設者が、不正の手段により第四十八条第一項第一号の指定

を受けたとき。  

十  前各号に掲げる場合のほか、指定介護老人福祉施設の開設者が、この法律その他国民の

保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しく

は処分に違反したとき。  

十一  前各号に掲げる場合のほか、指定介護老人福祉施設の開設者が、居宅サービス等に関

し不正又は著しく不当な行為をしたとき。  

十二  指定介護老人福祉施設の開設者の役員又はその長のうちに、指定の取消し又は指定の

全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又

は著しく不当な行為をした者があるとき。  

２  市町村は、保険給付に係る指定介護福祉施設サービス又は第二十八条第五項の規定により

委託した調査を行った指定介護老人福祉施設について、前項各号のいずれかに該当すると認め

るときは、その旨を当該指定介護老人福祉施設の所在地の都道府県知事に通知しなければな

らない。  

 

 

（公示）  

第九十三条  都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該指定介護老人福祉施設の開設者の名

称、当該指定介護老人福祉施設の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなけれ

ばならない。  

一  第四十八条第一項第一号の指定をしたとき。  

二  第九十一条の規定による第四十八条第一項第一号の指定の辞退があったとき。  

三  前条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により第四十八条第一項第一号の指

定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。  

 

 

 

 第１３章 雑則  
 

 

（報告の徴収等）  
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第百九十七条  厚生労働大臣又は都道府県知事は、市町村に対し、保険給付の効果に関する評

価のためその他必要があると認めるときは、その事業の実施の状況に関する報告を求めること

ができる。  

２  厚生労働大臣は、都道府県知事又は市町村長に対し、当該都道府県知事又は市町村長が第

五章の規定により行う事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧

告をすることができる。  

３  都道府県知事は、市町村長（指定都市及び地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中

核市（第二百三条の二において「中核市」という。）の長を除く。以下この項において同じ。）に対し、

当該市町村長が第五章の規定により行う事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又

は助言若しくは勧告をすることができる。  

４  厚生労働大臣又は都道府県知事は、医療保険者に対し、納付金の額の算定に関して必要が

あると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させ

ることができる。  

５  第二十四条第三項の規定は、前項の規定による検査について、同条第四項の規定は、前項

の規定による権限について準用する。  

 

第百九十七条の二  市町村長は、政令で定めるところにより、その事業の実施の状況を厚生労働

大臣に報告しなければならない。  

 

 

 

 第１４章 罰則  
 

 

第二百八条  介護給付等を受けた者が、第二十四条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚

偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第二十四条の三第一項の規定

により委託を受けた指定都道府県事務受託法人の職員の第二十四条第二項の規定による質問

に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、三十万円以下の罰金に処する。  

 

 

第二百九条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以

下の罰金に処する。  

一  第九十五条の規定に違反したとき。  

二  第四十二条第四項、第四十二条の三第三項、第四十五条第八項、第四十七条第四項、第

四十九条第三項、第五十四条第四項、第五十四条の三第三項、第五十七条第八項、第五十

九条第四項、第七十六条第一項、第七十八条の七第一項、第八十三条第一項、第九十条第

一項、第百条第一項、第百十五条の七第一項、第百十五条の十七第一項、第百十五条の二

十七第一項又は第百十五条の三十三第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若し

くは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は
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これらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定

による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。  

三  第九十九条第二項又は第百五条において準用する医療法第九条第二項の規定に違反し

たとき。  
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１－（２） 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 

 

（平成十七年十一月九日法律第百二十四号） 

 

 

 第一章 総則  

 

 

（目的） 

第一条 この法律は、高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳の保持にとっ

て高齢者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等にかんがみ、高齢者虐待

の防止等に関する国等の責務、高齢者虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置、養

護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養護者による高齢者虐待の防止に資する

支援（以下「養護者に対する支援」という。）のための措置等を定めることにより、高齢

者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって高齢者の権利利益の

擁護に資することを目的とする。 

 

（定義等） 

第二条 この法律において「高齢者」とは、六十五歳以上の者をいう。 

２ この法律において「養護者」とは、高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者

等（第五項第一号の施設の業務に従事する者及び同項第二号の事業において業務に従事す

る者をいう。以下同じ。）以外のものをいう。 

３ この法律において「高齢者虐待」とは、養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者

等による高齢者虐待をいう。 

４ この法律において「養護者による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をい

う。 

一 養護者がその養護する高齢者について行う次に掲げる行為 

イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によ

るイ、ハ又はニに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。 

ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的

外傷を与える言動を行うこと。 

ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 

二 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者

から不当に財産上の利益を得ること。 

５ この法律において「養介護施設従事者等による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当

する行為をいう。 
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一 老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第五条の三に規定する老人福祉施設若

しくは同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法（平成九年法律

第百二十三号）第八条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第二十

六項に規定する介護老人福祉施設、同条第二十七項に規定する介護老人保健施設若しく

は同法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター（以下「養介護施設」

という。）の業務に従事する者が、当該養介護施設に入所し、その他当該養介護施設を

利用する高齢者について行う次に掲げる行為 

イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべ

き職務上の義務を著しく怠ること。 

ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的

外傷を与える言動を行うこと。 

ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 

ホ 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得

ること。 

二 老人福祉法第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業又は介護保険法第八条

第一項に規定する居宅サービス事業、同条第十四項に規定する地域密着型サービス事業、

同条第二十三項に規定する居宅介護支援事業、同法第八条の二第一項に規定する介護予

防サービス事業、同条第十二項に規定する地域密着型介護予防サービス事業若しくは同

条第十六項に規定する介護予防支援事業（以下「養介護事業」という。）において業務

に従事する者が、当該養介護事業に係るサービスの提供を受ける高齢者について行う前

号イからホまでに掲げる行為 

６ 六十五歳未満の者であって養介護施設に入所し、その他養介護施設を利用し、又は養介

護事業に係るサービスの提供を受ける障害者（障害者基本法 （昭和四十五年法律第八十四

号）第二条第一号 に規定する障害者をいう。）については、高齢者とみなして、養介護施

設従事者等による高齢者虐待に関する規定を適用する。 

 

（国及び地方公共団体の責務等） 

第三条 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ

適切な保護及び適切な養護者に対する支援を行うため、関係省庁相互間その他関係機関及

び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援その他必要な体制の整備に努めなければな

らない。 

２ 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護並びに

養護者に対する支援が専門的知識に基づき適切に行われるよう、これらの職務に携わる専

門的な人材の確保及び資質の向上を図るため、関係機関の職員の研修等必要な措置を講ず

るよう努めなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護に資す

るため、高齢者虐待に係る通報義務、人権侵犯事件に係る救済制度等について必要な広報

その他の啓発活動を行うものとする。 
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（国民の責務） 

第四条 国民は、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等の重要性に関する理解を深める

とともに、国又は地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等のため

の施策に協力するよう努めなければならない。 

 

（高齢者虐待の早期発見等） 

第五条 養介護施設、病院、保健所その他高齢者の福祉に業務上関係のある団体及び養介護

施設従事者等、医師、保健師、弁護士その他高齢者の福祉に職務上関係のある者は、高齢

者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めなければな

らない。 

２ 前項に規定する者は、国及び地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止のための啓発活動

及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護のための施策に協力するよう努めなければならない。 

 

 

 第二章 養護者による高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等  

 

 

（相談、指導及び助言） 

第六条 市町村は、養護者による高齢者虐待の防止及び養護者による高齢者虐待を受けた高

齢者の保護のため、高齢者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うものとする。 

 

（養護者による高齢者虐待に係る通報等） 

第七条 養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の

生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなけれ

ばならない。 

２ 前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見し

た者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律

の規定は、前二項の規定による通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。 

 

第八条 市町村が前条第一項若しくは第二項の規定による通報又は次条第一項に規定する届

出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上知り

得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。 

 

（通報等を受けた場合の措置） 

第九条 市町村は、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は高齢者からの養護者

による高齢者虐待を受けた旨の届出を受けたときは、速やかに、当該高齢者の安全の確認

その他当該通報又は届出に係る事実の確認のための措置を講ずるとともに、第十六条の規
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定により当該市町村と連携協力する者（以下「高齢者虐待対応協力者」という。）とその

対応について協議を行うものとする。 

２ 市町村又は市町村長は、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は前項に規定

する届出があった場合には、当該通報又は届出に係る高齢者に対する養護者による高齢者

虐待の防止及び当該高齢者の保護が図られるよう、養護者による高齢者虐待により生命又

は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者を一時的に保護するた

め迅速に老人福祉法第二十条の三に規定する老人短期入所施設等に入所させる等、適切に、

同法第十条の四第一項若しくは第十一条第一項の規定による措置を講じ、又は、適切に、

同法第三十二条の規定により審判の請求をするものとする。 

 

（居室の確保） 

第十条 市町村は、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法第十条の四

第一項第三号又は第十一条第一項第一号若しくは第二号の規定による措置を採るために必

要な居室を確保するための措置を講ずるものとする。 

 

（立入調査） 

第十一条 市町村長は、養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険

が生じているおそれがあると認めるときは、介護保険法第百十五条の四十六第二項の規定

により設置する地域包括支援センターの職員その他の高齢者の福祉に関する事務に従事す

る職員をして、当該高齢者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせること

ができる。 

２ 前項の規定による立入り及び調査又は質問を行う場合においては、当該職員は、その身

分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による立入り及び調査又は質問を行う権限は、犯罪捜査のために認められ

たものと解釈してはならない。 

 

（警察署長に対する援助要請等） 

第十二条 市町村長は、前条第一項の規定による立入り及び調査又は質問をさせようとする

場合において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該高齢者の住所

又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。 

２ 市町村長は、高齢者の生命又は身体の安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ

適切に、前項の規定により警察署長に対し援助を求めなければならない。 

３ 警察署長は、第一項の規定による援助の求めを受けた場合において、高齢者の生命又は

身体の安全を確保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、同項の職務

の執行を援助するために必要な警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）その

他の法令の定めるところによる措置を講じさせるよう努めなければならない。 
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（面会の制限） 

第十三条 養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法第十一条第一項第二

号又は第三号の措置が採られた場合においては、市町村長又は当該措置に係る養介護施設

の長は、養護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護の観点から、当該養護者に

よる高齢者虐待を行った養護者について当該高齢者との面会を制限することができる。 

 

（養護者の支援） 

第十四条 市町村は、第六条に規定するもののほか、養護者の負担の軽減のため、養護者に

対する相談、指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市町村は、前項の措置として、養護者の心身の状態に照らしその養護の負担の軽減を図

るため緊急の必要があると認める場合に高齢者が短期間養護を受けるために必要となる居

室を確保するための措置を講ずるものとする。 

 

（専門的に従事する職員の確保） 

第十五条 市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者虐待を受けた高

齢者の保護及び養護者に対する支援を適切に実施するために、これらの事務に専門的に従

事する職員を確保するよう努めなければならない。 

 

（連携協力体制） 

第十六条 市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者虐待を受けた高

齢者の保護及び養護者に対する支援を適切に実施するため、老人福祉法第二十条の七の二

第一項に規定する老人介護支援センター、介護保険法第百十五条の四十六第三項の規定に

より設置された地域包括支援センターその他関係機関、民間団体等との連携協力体制を整

備しなければならない。この場合において、養護者による高齢者虐待にいつでも迅速に対

応することができるよう、特に配慮しなければならない。 

 

（事務の委託） 

第十七条 市町村は、高齢者虐待対応協力者のうち適当と認められるものに、第六条の規定

による相談、指導及び助言、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は第九条第

一項に規定する届出の受理、同項の規定による高齢者の安全の確認その他通報又は届出に

係る事実の確認のための措置並びに第十四条第一項の規定による養護者の負担の軽減のた

めの措置に関する事務の全部又は一部を委託することができる。 

２ 前項の規定による委託を受けた高齢者虐待対応協力者若しくはその役員若しくは職員又

はこれらの者であった者は、正当な理由なしに、その委託を受けた事務に関して知り得た

秘密を漏らしてはならない。 

３ 第一項の規定により第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は第九条第一項に

規定する届出の受理に関する事務の委託を受けた高齢者虐待対応協力者が第七条第一項若

しくは第二項の規定による通報又は第九条第一項に規定する届出を受けた場合には、当該
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通報又は届出を受けた高齢者虐待対応協力者又はその役員若しくは職員は、その職務上知

り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。 

 

（周知） 

第十八条 市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、第七条第一項若しくは第二項の規定

による通報又は第九条第一項に規定する届出の受理、養護者による高齢者虐待を受けた高

齢者の保護、養護者に対する支援等に関する事務についての窓口となる部局及び高齢者虐

待対応協力者の名称を明示すること等により、当該部局及び高齢者虐待対応協力者を周知

させなければならない。 

 

（都道府県の援助等） 

第十九条 都道府県は、この章の規定により市町村が行う措置の実施に関し、市町村相互間

の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うものとする。 

２ 都道府県は、この章の規定により市町村が行う措置の適切な実施を確保するため必要が

あると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。 

 

 

 第三章 養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等  

 

 

（養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置） 

第二十条 養介護施設の設置者又は養介護事業を行う者は、養介護施設従事者等の研修の実

施、当該養介護施設に入所し、その他当該養介護施設を利用し、又は当該養介護事業に係

るサービスの提供を受ける高齢者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備その他の養

介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置を講ずるものとする。 

 

（養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等） 

第二十一条 養介護施設従事者等は、当該養介護施設従事者等がその業務に従事している養

介護施設又は養介護事業（当該養介護施設の設置者若しくは当該養介護事業を行う者が設

置する養介護施設又はこれらの者が行う養介護事業を含む。）において業務に従事する養

介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やか

に、これを市町村に通報しなければならない。 

２ 前項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高

齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速や

かに、これを市町村に通報しなければならない。 

３ 前二項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる

高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。 
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４ 養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けた高齢者は、その旨を市町村に届け出るこ

とができる。 

５ 第十八条の規定は、第一項から第三項までの規定による通報又は前項の規定による届出

の受理に関する事務を担当する部局の周知について準用する。 

６ 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項から第三項ま

での規定による通報（虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。）

をすることを妨げるものと解釈してはならない。 

７ 養介護施設従事者等は、第一項から第三項までの規定による通報をしたことを理由とし

て、解雇その他不利益な取扱いを受けない。 

 

第二十二条 市町村は、前条第一項から第三項までの規定による通報又は同条第四項の規定

による届出を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該通報又は届出に係

る養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する事項を、当該養介護施設従事者等による

高齢者虐待に係る養介護施設又は当該養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る養介護

事業の事業所の所在地の都道府県に報告しなければならない。 

２ 前項の規定は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一

項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市については、厚生労働省令

で定める場合を除き、適用しない。 

 

第二十三条 市町村が第二十一条第一項から第三項までの規定による通報又は同条第四項の

規定による届出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、そ

の職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしては

ならない。都道府県が前条第一項の規定による報告を受けた場合における当該報告を受け

た都道府県の職員についても、同様とする。 

 

（通報等を受けた場合の措置） 

第二十四条 市町村が第二十一条第一項から第三項までの規定による通報若しくは同条第四

項の規定による届出を受け、又は都道府県が第二十二条第一項の規定による報告を受けた

ときは、市町村長又は都道府県知事は、養介護施設の業務又は養介護事業の適正な運営を

確保することにより、当該通報又は届出に係る高齢者に対する養介護施設従事者等による

高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護を図るため、老人福祉法又は介護保険法の規定に

よる権限を適切に行使するものとする。 

 

（公表） 

第二十五条 都道府県知事は、毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況、養介

護施設従事者等による高齢者虐待があった場合にとった措置その他厚生労働省令で定める

事項を公表するものとする。 
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 第四章 雑則  

（調査研究） 

第二十六条 国は、高齢者虐待の事例の分析を行うとともに、高齢者虐待があった場合の適

切な対応方法、高齢者に対する適切な養護の方法その他の高齢者虐待の防止、高齢者虐待

を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援に資する事項について調査及び研究を行う

ものとする。 

 

（財産上の不当取引による被害の防止等） 

第二十七条 市町村は、養護者、高齢者の親族又は養介護施設従事者等以外の者が不当に財

産上の利益を得る目的で高齢者と行う取引（以下「財産上の不当取引」という。）による

高齢者の被害について、相談に応じ、若しくは消費生活に関する業務を担当する部局その

他の関係機関を紹介し、又は高齢者虐待対応協力者に、財産上の不当取引による高齢者の

被害に係る相談若しくは関係機関の紹介の実施を委託するものとする。 

２ 市町村長は、財産上の不当取引の被害を受け、又は受けるおそれのある高齢者について、

適切に、老人福祉法第三十二条の規定により審判の請求をするものとする。 

 

（成年後見制度の利用促進） 

第二十八条 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保

護並びに財産上の不当取引による高齢者の被害の防止及び救済を図るため、成年後見制度

の周知のための措置、成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための措置等を講ず

ることにより、成年後見制度が広く利用されるようにしなければならない。 

 

 

 第五章 罰則  

 

 

第二十九条 第十七条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金

に処する。 

 

第三十条 正当な理由がなく、第十一条第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しく

は忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若

しくは高齢者に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者は、三十万円以下の罰金に

処する。 
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１－（３） 老人福祉法（抜粋） 

 

（昭和三十八年七月十一日法律第百三十三号） 
 

 

 第三章 事業及び施設  

 

（報告の徴収等） 

第十八条 都道府県知事は、老人の福祉のために必要があると認めるときは、老人居宅生活

支援事業を行う者又は老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支

援センターの設置者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者

に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他

の物件を検査させることができる。 

２ 都道府県知事は、前条第一項の基準を維持するため、養護老人ホーム又は特別養護老人

ホームの長に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して

質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させること

ができる。 

３ 前二項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を

示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

４ 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては

ならない。 

 

（改善命令等） 

第十八条の二 都道府県知事は、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者が第十四条の

四の規定に違反したと認めるときは、当該者に対して、その改善に必要な措置を採るべき

ことを命ずることができる。 

２ 都道府県知事は、老人居宅生活支援事業を行う者又は老人デイサービスセンター、老人

短期入所施設若しくは老人介護支援センターの設置者が、この法律若しくはこれに基づく

命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利

を図り、若しくは第五条の二第二項から第七項まで、第二十条の二の二若しくは第二十条

の三に規定する者の処遇につき不当な行為をしたときは、当該事業を行う者又は当該施設

の設置者に対して、その事業の制限又は停止を命ずることができる。 

３ 都道府県知事は、前項の規定により、老人居宅生活支援事業又は老人デイサービスセン

ター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターにつき、その事業の制限又は停止

を命ずる場合（第一項の命令に違反したことに基づいて認知症対応型老人共同生活援助事

業の制限又は停止を命ずる場合を除く。）には、あらかじめ、社会福祉法第七条第一項に

規定する地方社会福祉審議会の意見を聴かなければならない。 
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第十九条 都道府県知事は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置者がこの法律若

しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又は当該施

設が第十七条第一項の基準に適合しなくなつたときは、その設置者に対して、その施設の

設備若しくは運営の改善若しくはその事業の停止若しくは廃止を命じ、又は第十五条第四

項の規定による認可を取り消すことができる。 

２ 都道府県知事は、前項の規定により、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームにつき、

その事業の廃止を命じ、又は設置の認可を取り消す場合には、あらかじめ、社会福祉法第

七条第一項に規定する地方社会福祉審議会の意見を聞かなければならない。 
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基準省令 解釈通知 

基本方針 

第一条の二 指定介護老人福祉施設は、施

設サービス計画に基づき、可能な限り、

居宅における生活への復帰を念頭に置い

て、入浴、排せつ、食事等の介護、相談

及び援助、社会生活上の便宜の供与その

他の日常生活上の世話、機能訓練、健康

管理及び療養上の世話を行うことによ

り、入所者がその有する能力に応じ自立

した日常生活を営むことができるように

することを目指すものでなければならな

い。 

 

２ 指定介護老人福祉施設は、入所者の意

思及び人格を尊重し、常にその者の立場

に立って指定介護福祉施設サービスを提

供するように努めなければならない。 

 

３ 指定介護老人福祉施設は、明るく家庭

的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び

付きを重視した運営を行い、市町村（特

別区を含む。以下同じ。）、居宅介護支援

事業者（居宅介護支援事業を行う者をい

う。以下同じ。）、居宅サービス事業者（居

宅サービス事業を行う者をいう。以下同

じ。）、他の介護保険施設その他の保健医

第一 基準省令の性格 

１ 基準省令は、指定介護老人福祉施設が

その目的を達成するために必要な最低限

度の基準を定めたものであり、指定介護

老人福祉施設は、常にその運営の向上に

努めなければならないこと。 

 

２ 指定介護老人福祉施設が満たすべき基

準を満たさない場合には、指定介護老人

福祉施設の指定は受けられず、また、運

営開始後、基準省令に違反することが明

らかになった場合は、都道府県知事の指

導等の対象となり、この指導等に従わな

い場合には、当該指定を取り消すことが

できるものであること。 

  ただし、次に掲げる場合には、基準省

令に従った適正な運営ができなくなった

ものとして、直ちに取り消すことができ

るものであること。 

 ① 次に掲げるときその他の指定介護老

人福祉施設が自己の利益を図るために

基準省令に違反したとき 

  イ 指定介護福祉施設サービスの提供

に際して入所者が負担すべき額の支

払を適正に受けなかったとき 

 ２－（１） 

  ●指定介護老人福祉施設の 

人員、設備及び運営に関する基準（抜粋） 

（平成十一年三月三十一日厚令三十九） 
 

  ○指定介護老人福祉施設の 

人員、設備及び運営に関する基準について（抜粋） 

（平成十二年三月十七日老企四十三） 
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療サービス又は福祉サービスを提供する

者との密接な連携に努めなければならな

い。 

  ロ 居宅介護支援事業者又はその従業

者に対し、要介護被保険者に対して

当該施設を紹介することの対償とし

て、金品その他の財産上の利益を供

与したとき 

  ハ 居宅介護支援事業者又はその従業

者から、当該施設からの退所者を紹

介することの対償として、金品その

他の財産上の利益を収受したとき 

 ② 入所者の生命又は身体の安全に危害

を及ぼすおそれがあるとき 

 ③ その他①及び②に準ずる重大かつ明

白な基準省令違反があったとき 

 

３ 運営に関する基準に従って施設の運営

をすることができなくなったことを理由

として指定が取り消された直後に再度当

該施設から指定介護老人福祉施設につい

て指定の申請がなされた場合には、当該

施設が運営に関する基準を遵守すること

を確保することに特段の注意が必要であ

り、その改善状況等が十分に確認されな

い限り指定を行わないものとすること。 

指定介護福祉施設サービスの取扱方針 

第十一条 指定介護老人福祉施設は、施設

サービス計画に基づき、入所者の要介護

状態の軽減又は悪化の防止に資するよ

う、その者の心身の状況等に応じて、そ

の者の処遇を妥当適切に行わなければな

らない。 

 

２ 指定介護福祉施設サービスは、施設サ

ービス計画に基づき、漫然かつ画一的な

ものとならないよう配慮して行わなけれ

ばならない。 

 

３ 指定介護老人福祉施設の従業者は、指

定介護福祉施設サービスの提供に当たっ

ては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はそ

の家族に対し、処遇上必要な事項につい

第四 運営に関する基準 

９ 指定介護福祉施設サービスの取扱方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 基準省令第十一条第三項に規定する

処遇上必要な事項とは、施設サービス計

画の目標及び内容並びに行事及び日課等

も含むものである。 
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て、理解しやすいように説明を行わなけ

ればならない。 

 

４ 指定介護老人福祉施設は、指定介護福

祉施設サービスの提供に当たっては、当

該入所者又は他の入所者等の生命又は身

体を保護するため緊急やむを得ない場合

を除き、身体的拘束その他入所者の行動

を制限する行為(以下「身体的拘束等」と

いう。)を行ってはならない。 

 

５ 指定介護老人福祉施設は、前項の身体

的拘束等を行う場合には、その態様及び

時間、その際の入所者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由を記録しなけれ

ばならない。 

 

６ 指定介護老人福祉施設は、自らその提

供する指定介護福祉施設サービスの質の

評価を行い、常にその改善を図らなけれ

ばならない。 

 

 

 

(2) 同条第四項及び第五項は、当該入所者

又は他の入所者等の生命又は身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行ってはならず、緊急や

むを得ない場合に身体的拘束等を行う場

合にあっても、その態様及び時間、その

際の入所者の心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由を記録しなければならない

こととしたものである。 

  なお、基準省令第三十七条第二項の規

定に基づき、当該記録は、二年間保存し

なければならない。 

施設サービス計画の作成 

第十二条 指定介護老人福祉施設の管理者

は、介護支援専門員に施設サービス計画

の作成に関する業務を担当させるものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 施設サービス計画の作成 

  基準省令第十二条は、入所者の課題分

析、サービス担当者会議の開催、施設サ

ービス計画の作成、施設サービス計画の

実施状況の把握など、施設サービスが施

設サービス計画に基づいて適切に行われ

るよう、施設サービス計画に係る一連の

業務のあり方及び当該業務を行う介護支

援専門員（以下「計画担当介護支援専門

員」という。）の責務を明らかにしたも

のである。なお、施設サービス計画の作

成及びその実施に当っては、いたずらに

これを入所者に強制することとならない

ように留意するものとする。 

(1) 計画担当介護支援専門員による施設サ

ービス計画の作成(第一項) 

指定介護老人福祉施設の管理者は、施

設サービス計画の作成に関する業務の主
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２ 施設サービス計画に関する業務を担当

する介護支援専門員(以下「計画担当介護

支援専門員」という。)は、施設サービス

計画の作成に当たっては、入所者の日常

生活全般を支援する観点から、当該地域

の住民による自発的な活動によるサービ

ス等の利用も含めて施設サービス計画上

に位置付けるよう努めなければならな

い。 

 

 

 

３ 計画担当介護支援専門員は、施設サー

ビス計画の作成に当たっては、適切な方

法により、入所者について、その有する

能力、その置かれている環境等の評価を

通じて入所者が現に抱える問題点を明ら

かにし、入所者が自立した日常生活を営

むことができるように支援する上で解決

すべき課題を把握しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画担当介護支援専門員は、前項に規

定する解決すべき課題の把握(以下「アセ

スメント」という。)に当たっては、入所

者及びその家族に面接して行わなければ

ならない。この場合において、計画担当

介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者

要な過程を計画担当介護支援専門員に担

当させることとしたものである。 

(2) 総合的な施設サービスの作成（第二項） 

施設サービス計画は、入所者の日常生

活全般を支援する観点に立って作成され

ることが重要である。このため、施設サ

ービス計画の作成又は変更に当たって

は、入所者の希望や課題分析の結果に基

づき、介護給付等対象サービス以外の、

当該地域の住民による入所者の話し相

手、会食などの自発的な活動によるサー

ビス等も含めて施設サービス計画に位置

付けることにより、総合的な計画となる

よう努めなければならない。 

(3) 課題分析の実施（第三項） 

施設サービス計画は、個々の入所者の

特性に応じて作成されることが重要であ

る。このため計画担当介護支援専門員は、

施設サービス計画の作成に先立ち入所者

の課題分析を行わなければならない。 

課題分析とは、入所者の有する日常生

活上の能力や入所者を取り巻く環境等の

評価を通じて入所者が生活の質を維持・

向上させていく上で生じている問題点を

明らかにし、入所者が自立した日常生活

を営むことができるように支援する上で

解決すべき課題を把握することであり、

入所者の生活全般についてその状態を十

分把握することが重要である。 

なお、課題分析は、計画担当介護支援

専門員の個人的な考え方や手法のみによ

って行われてはならず、入所者の課題を

客観的に抽出するための手法として合理

的なものと認められる適切な方法を用い

なければならないものである。 

(4) 課題分析における留意点（第四項） 

計画担当介護支援専門員は、解決すべ

き問題の把握（以下「アセスメント」と

いう。）に当たっては、必ず入所者及び

その家族に面接して行なわなければなら

ない。この場合において、入所者やその
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及びその家族に対して十分に説明し、理

解を得なければならない。 

 

 

 

 

 

５ 計画担当介護支援専門員は、入所者の

希望及び入所者についてのアセスメント

の結果に基づき、入所者の家族の希望を

勘案して、入所者及びその家族の生活に

対する意向、総合的な援助の方針、生活

全般の解決すべき課題、指定介護福祉施

設サービスの目標及びその達成時期、指

定介護福祉施設サービスの内容、指定介

護福祉施設サービスを提供する上での留

意事項等を記載した施設サービス計画の

原案を作成しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 計画担当介護支援専門員は、サービス

担当者会議(入所者に対する指定介護福

祉施設サービスの提供に当たる他の担当

者(以下この条において「担当者」とい

う。)を召集して行う会議をいう。以下同

じ。)の開催、担当者に対する照会等によ

家族との間の信頼関係、協働関係の構築

が重要であり、計画担当介護支援専門員

は、面接の趣旨を入所者及びその家族に

対して十分に説明し、理解を得なければ

ならない。なお、このため、計画担当介

護支援専門員は面接技法等の研鑚に努め

ることが重要である。 

(5) 施設サービス計画原案の作成（第五項） 

計画担当介護支援専門員は、施設サー

ビス計画が入所者の生活の質に直接影響

する重要なものであることを十分に認識

し、施設サービス計画原案を作成しなけ

ればならない。したがって、施設サービ

ス計画原案は入所者の希望及び入所者に

ついてのアセスメントの結果による専門

的見地に基づき、入所者の家族の希望を

勘案した上で、実現可能なものとする必

要がある。 

  また、当該施設サービス計画原案には、

入所者及びその家族の生活に対する意向

及び総合的な援助の方針並びに生活全般

の解決すべき課題に加え、各種サービス

（機能訓練、看護、介護、食事等）に係

る目標を具体的に設定し記載する必要が

ある。さらに提供される施設サービスに

ついて、その長期的な目標及びそれを達

成するための短期的な目標並びにそれら

の達成時期等を明確に盛り込み、当該達

成時期には施設サービス計画及び提供し

たサービスの評価を行い得るようにする

ことが重要である。 

  なお、ここでいう指定介護福祉施設サ

ービスの内容には、当該指定介護老人福

祉施設の行事及び日課等も含むものであ

る。 

(6) サービス担当者会議等による専門的意

見の聴取（第六項） 

計画担当介護支援専門員は、効果的か

つ実現可能な質の高い施設サービス計画

とするため、施設サービスの目標を達成

するために、具体的なサービスの内容と
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り、当該施設サービス計画の原案の内容

について、担当者から、専門的な見地か

らの意見を求めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 計画担当介護支援専門員は、施設サー

ビス計画の原案の内容について入所者又

はその家族に対して説明し、文書により

入所者の同意を得なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

して何ができるかなどについて、施設サ

ービス計画原案に位置付けた施設サービ

スの担当者からなるサービス担当者会議

の開催又は当該担当者への照会等により

専門的な見地からの意見を求め調整を図

ることが重要である。なお、計画担当介

護支援専門員は、入所者の状態を分析し、

複数職種間で直接に意見調整を行う必要

の有無について十分見極める必要がある

ものである。 

なお、同項で定める他の担当者とは、

医師、生活相談員、介護職員、看護職員、

機能訓練指導員及び栄養士等の当該入所

者の介護及び生活状況等に関係する者を

指すものである。 

(7) 施設サービス計画原案の説明及び同意

（第七項） 

施設サービス計画は、入所者の希望を

尊重して作成されなければならない。こ

のため、計画担当介護支援専門員に、施

設サービス計画の作成に当たっては、こ

れに位置付けるサービスの内容を説明し

た上で文書によって入所者の同意を得る

ことを義務づけることにより、サービス

の内容への入所者の意向の反映の機会を

保障しようとするものである。 

なお、当該説明及び同意を要する施設

サービス計画の原案とは、いわゆる施設

サービス計画書の第 1表及び第 2表（「介

護サービス計画書の様式及び課題分析標

準項目の提示について」（平成十一年十

一月十二日老企第二十九号厚生省老人保

健福祉局企画課長通知）に示す標準様式

を指す。）に相当するものを指すもので

ある。 

また、施設サービス計画の原案につい

て、入所者に対して説明し、同意を得る

ことを義務づけているが、必要に応じて

入所者の家族に対しても説明を行い同意

を得ることが望ましいことに留意された

い。 
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８ 計画担当介護支援専門員は、施設サー

ビス計画を作成した際には、当該施設サ

ービス計画を入所者に交付しなければな

らない。 

 

 

 

 

９ 計画担当介護支援専門員は、施設サー

ビス計画の作成後、施設サービス計画の

実施状況の把握(入所者についての継続

的なアセスメントを含む。)を行い、必要

に応じて施設サービス計画の変更を行う

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 計画担当介護支援専門員は、前項に

規定する実施状況の把握(以下「モニタリ

ング」という。)に当たっては、入所者及

びその家族並びに担当者との連絡を継続

的に行うこととし、特段の事情のない限

り、次に定めるところにより行わなけれ

ばならない。 

一 定期的に入所者に面接すること。 

二 定期的にモニタリングの結果を記録

すること。 

(8) 施設サービス計画の交付（第八項） 

施設サービス計画を作成した際には、

遅滞なく入所者に交付しなければならな

い。 

なお、交付した施設サービス計画は、

基準省令第三十七条第二項に規定に基づ

き、二年間保存しておかなければならな

い。 

(9) 施設サービス計画の実施状況等の把握

及び評価等（第九項） 

計画担当介護支援専門員は、入所者の

解決すべき課題の変化に留意することが

重要であり、施設サービス計画の作成後

においても、入所者及びその家族並びに

他のサービス担当者と継続して連絡調整

を行い、施設サービス計画の実施状況の

把握（入所者についての継続的なアセス

メントを含む。以下「モニタリング」と

いう。）を行い、入所者の解決すべき課

題の変化が認められる場合等必要に応じ

て施設サービス計画の変更を行うものと

する。 

  なお、入所者の解決すべき課題の変化

は、入所者に直接サービスを提供する他

のサービス担当者により把握されること

も多いことから、計画担当介護支援専門

員は、他のサービス担当者と緊密な連携

を図り、入所者の解決すべき課題の変化

が認められる場合には、円滑に連絡が行

われる体制の整備に努めなければならな

い。 

(10) モニタリングの実施（第十項） 

施設サービス計画の作成後のモニタリ

ングについては、定期的に入所者と面接

して行なう必要がある。また、モニタリ

ングの結果についても定期的に記録する

ことが必要である。 

「定期的に」の頻度については、入所

者の心身の状況等に応じて適切に判断す

るものとする。 

また、特段の事情とは、入所者の事情
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１１ 計画担当介護支援専門員は、次に掲

げる場合においては、サービス担当者会

議の開催、担当者に対する照会等により、

施設サービス計画の変更の必要性につい

て、担当者から、専門的な見地からの意

見を求めるものとする。 

一 入所者が法第二十八条第二項に規定

する要介護更新認定を受けた場合 

二 入所者が法第二十九条第一項に規定

する要介護状態区分の変更の認定を受

けた場合 

１２ 第二項から第八項までの規定は、第

九項に規定する施設サービス計画の変更

について準用する。 

により、入所者に面接することができな

い場合を主として指すものであり、計画

担当介護支援専門員に起因する事情は含

まれない。 

なお、当該特段の事情がある場合につ

いては、その具体的な内容を記録してお

くことが必要である。 

 

 

 

 

(11) 施設サービス計画の変更（第十二項） 

計画担当介護支援専門員は、施設サー

ビス計画を変更する際には、原則として、

基準省令十二条第二項から第八項に規定

された施設サービス計画作成に当たって

の一連の業務を行うことが必要である。 

なお、入所者の希望による軽微な変更

を行う場合には、この必要はないものと

する。ただし、この場合においても、計

画担当介護支援専門員が、入所者の解決

すべき課題の変化に留意することが重要

であることは、同条第九項（（9）施設サ

ービス計画の実施状況等の把握及び評価

等）に規定したとおりであるので念のた

め申し添える。 

相談及び援助 

第十五条 指定介護老人福祉施設は、常に

入所者の心身の状況、その置かれている

環境等の的確な把握に努め、入所者又は

その家族に対し、その相談に適切に応じ

るとともに、必要な助言その他の援助を

行わなければならない。 

１３ 相談及び援助 

  基準省令第十五条に定める相談及び援

助は、常時必要な相談及び援助を行い得

る体制をとることにより、積極的に入所

者の生活の向上を図ることを趣旨とする

ものである。 

計画担当介護支援専門員の責務 

第二十二条の二 計画担当介護支援専門員

は、第十二条に規定する業務のほか、次

に掲げる業務を行うものとする。 

一 入所申込者の入所に際し、その者に

２１ 計画担当介護支援専門員の責務 

  基準省令第二十二条の二は、指定介護

老人福祉施設の計画担当介護支援専門員

の責務を定めたものである。 
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係る居宅介護支援事業者に対する照会

等により、その者の心身の状況、生活

歴、病歴、指定居宅サービス等の利用

状況等を把握すること。 

二 入所者の心身の状況、その置かれて

いる環境等に照らし、その者が居宅に

おいて日常生活を営むことができるか

どうかについて定期的に検討するこ

と。 

三 その心身の状況、その置かれている

環境等に照らし、居宅において日常生

活を営むことができると認められる入

所者に対し、その者及びその家族の希

望、その者が退所後に置かれることと

なる環境等を勘案し、その者の円滑な

退所のために必要な援助を行うこと。 

四 入所者の退所に際し、居宅サービス

計画の作成等の援助に資するため、居

宅介護支援事業者に対して情報を提供

するほか、保健医療サービス又は福祉

サービスを提供する者と密接に連携す

ること。 

五 第十一条第五項に規定する身体的拘

束等の態様及び時間、その際の入所者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない

理由を記録すること。 

六 第三十三条第二項に規定する苦情の

内容等を記録すること。 

七 第三十五条第三項に規定する事故の

状況及び事故に際して採った処置につ

いて記録すること。 

  計画担当介護支援専門員は、基準省令

第十二条の業務のほか、指定介護老人福

祉施設が行う業務のうち、基準省令第七

条第三項から第七項まで、第十一条第五

項、第三十三条第二項及び第三十五条第

二項に規定される業務を行うものとす

る。 

運営規程 

第二十三条 指定介護老人福祉施設

は、次に掲げる施設の運営につい

ての重要事項に関する規程(以下

「運営規程」という。)を定めてお

かなければならない。 

一 施設の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務

の内容 

 

２２ 運営規程 

基準省令第二十三条は、指定介護老人

福祉施設の適正な運営及び入所者に対す

る適切な指定介護福祉施設サービスの提

供を確保するため、同条第一号から第七

号までに掲げる事項を内容とする規程を

定めることを指定介護老人福祉施設ごと

に義務づけたものであるが、特に次の点

に留意するものとする。 
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三 入所定員 

 

 

 

 

四 入所者に対する指定介護福祉

施設サービスの内容及び利用料

その他の費用の額 

 

 

 

 

 

 

五 施設の利用に当たっての留意

事項 

 

 

 

 

六 非常災害対策 

 

 

七 その他施設の運営に関する重

要事項 

 

(1) 入所定員(第三号) 

入所定員は、指定介護老人福祉施設の

事業の専用の居室のベッド数(和室利用

の場合は、当該居室の利用人員数)と同数

とすること。 

(2) 指定介護福祉施設サービスの内容及び

利用料その他の費用の額(第四号) 

「指定介護福祉施設サービスの内容」

は、年問行事・レクリエーション及び日

課等を含めたサービスの内容を指すもの

であること。また、「その他の費用の額」

は、基準省令第九条第三項により支払を

受けることが認められている費用の額を

指すものであること。 

(3) 施設の利用に当たっての留意事項(第

五号) 

入所者が指定介護福祉施設サービスの

提供を受ける際の、入所者側が留意すべ

き事項(入所生活上のルール、設備の利用

上の留意事項等)を指すものであること。 

(4) 非常災害対策(第六号) 

24の非常災害に関する具体的計画を指

すものであること。 

(5) その他施設の運営に関する重要事項

(第七号) 

当該入所者又は他の入所者等の生命又

は身体を保護するため緊急やむを得ない

場合に身体的拘束等を行う際の手続につ

いて定めておくことが望ましい。 

非常災害対策 

第二十六条 指定介護老人福祉施設

は、非常災害に関する具体的計画

を立て、非常災害時の関係機関へ

の通報及び連携体制を整備し、そ

れらを定期的に従業者に周知する

とともに、定期的に避難、救出そ

の他必要な訓練を行わなければな

らない。 

 

２４ 非常災害対策 

(1) 基準省令第二十六条は、指定介護老人

福祉施設は、非常災害に際して必要な具

体的計画の策定、関係機関ヘの通報及び

連携体制の整備、避難、救出訓練の実施

等の対策について万全を期さなければな

らないこととしたものである。 

(2) 「関係機関ヘの通報及び連携体制の整

備」とは、火災等の災害時に、地域の消

防機関へ速やかに通報する体制をとるよ

う職員に周知徹底するとともに、日頃か

ら消防団や地城住民との連携を図り、火

災等の際に消火・避難等に協力してもら

えるような体制作りを求めることとした
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ものである。 

また「非常災害に関する具体的計画」

とは、消防法施行規則(昭和三十六年自治

省令第六号) 第三条に規定する消防計画

（これに準ずる計画を含む。）及び風水

害、地震等の災害に対処するための計画

をいう。この場合、消防計画の策定及び

これに基づく消防業務の実施は、消防法

第八条の規定により防火管理者を置くこ

ととされている指定介護老人福祉施設に

あってはその者に行わせるものとする。

また、防火管理者を置かなくてもよいこ

ととされている指定介護老人福祉施設に

おいても、防火管理について責任者を定

め、その者に消防計画に準ずる計画の策

定等の業務を行わせるものとする。 

衛生管理等 

第二十七条 指定介護老人福祉施設は、

入所者の使用する食器その他の設備又は

飲用に供する水について、衛生的な管理

に努め、 又は衛生上必要な措置を講ずる

とともに、 医薬品及び医療機器の管理を

適正に行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定介護老人福祉施設は、当該指定介

護老人福祉施設において感染症又は食中

毒が発生し、又はまん延しないように、

２５ 衛生管理等 

(1) 基準省令第二十七条第一項は、指定介

護老人福祉施設の必要最低限の衛生管理

等を規定したものであるが、このほか、

次の点に留意するものとする。 

① 調理及び配膳に伴う衛生は、食品衛生

法(昭和二十二年法律第二百三十三号)

等関係法規に準じて行われなければな

らない。 

なお、食事の提供に使用する食器等

の消毒も適正に行われなければならな

いこと。 

② 食中毒及び感染症の発生を防止する

ための措置等について、必要に応じて

保健所の助言、指導を求めるとともに、

常に密接な連携を保つこと。 

③ 特にインフルエンザ対策、腸管出血性

大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策

等については、その発生及びまん延を

防止するための措置について、別途通

知等が発出されているので、これに基

づき、適切な措置を講じること。 

④ 空調設備等により施設内の適温の確

保に努めること。 

(2) 基準省令第二十七条第二項に規定する

感染症又は食中毒が発生し、又はまん延

しないように講ずるべき措置について
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次の各号に掲げる措置を講じなければな

らない。 

一 当該指定介護老人福祉施設における

感染症及び食中毒の予防及びまん延の

防止のための対策を検討する委員会を

おおむね3月に１回以上開催するとと

もに、その結果について、介護職員そ

の他の従業者に周知徹底を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二 当該指定介護老人福祉施設における

感染症及び食中毒の予防及びまん延の

防止のための指針を整備すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

は、具体的には次の①から④までの取扱

いとすること。 

① 感染症及び食中毒の予防及びまん延

の防止のための対策を検討する委員会 

当該施設における感染症及び食中毒

の予防及びまん延の防止のための対策

を検討する委員会(以下「感染対策委員

会」という。) であり、幅広い職種(例

えば、施設長(管理者)、事務長、医師、

看護職員、介護職員、栄養士、生活相

談員)により構成する。構成メンバーの

責務及び役割分担を明確にするととも

に、専任の感染対策を担当する者(以下

「感染対策担当者」という。) を決め

ておくことが必要である。感染対策委

員会は、入所者の状況など施設の状況

に応じ、おおむね三月に一回以上、定

期的に開催するとともに、感染症が流

行する時期等を勘案して必要に応じ随

時開催する必要がある。 

なお、感染対策委員会は、運営委員

会など施設内の他の委員会と独立して

設置・運営することが必要であるが、

基準省令第三十五条第一項第三号に規

定する事故発生の防止のための委員会

については、関係する職種、取り扱う

事項等が感染対策委員会と相互に関係

が深いと認められることから、これと

一体的に設置・運営することも差し支

えない。感染対策担当者は看護師であ

ることが望ましい。 

また、施設外の感染管理等の専門家

を委員として積極的に活用することが

望ましい。 

② 感染症及び食中毒の予防及びまん延

の防止のための指針 

当該施設における「感染症及び食中

毒の予防及びまん延の防止のための指

針」には、平常時の対策及び発生時の

対応を規定する。 

平常時の対策としては、施設内の衛

生管理(環境の整備、排泄物の処理、血

液・体液の処理等)、日常のケアにかか

る感染対策(標準的な予防策(例えば、 

血液・体液・分泌液・排泄物(便) など
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三 当該指定介護老人福祉施設におい

て、介護職員その他の従業者に対し、 

感染症及び食中毒の予防及びまん延の

防止のための研修を定期的に実施する

こと。 

四 前三号に掲げるもののほか、別に厚

生労働大臣が定める感染症及び食中毒

の発生が疑われる際の対処等に関する

手順に沿った対応を行うこと。 

に触れるとき、傷や創傷皮膚に触れる

ときどのようにするかなどの取り決

め)、手洗いの基本、早期発見のための

日常の観察項目)等、発生時の対応とし

ては、発生状況の把握、感染拡大の防

止、医療機関や保健所、市町村におけ

る施設関係課等の関係機関との連携、 

医療処置、行政ヘの報告等が想定され

る。また、発生時における施設内の連

絡体制や上記の関係機関ヘの連絡体制

を整備し、明記しておくことも必要で

ある。 

なお、それぞれの項目の記載内容の

例については、「高齢者介護施設にお

ける感染対策マニユアル」 

(http://www.mhlw.go.jp/topics/kai 

go/osirase/tp0628-1/index.html) 

を参照されたい。 

③ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の

防止のための研修 

介護職員その他の従業者に対する「感

染症及び食中毒の予防及びまん延の防

止のための研修」の内容は、感染対策の

基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発

するとともに、当該施設における指針に

基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケ

アの励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていく

ためには、当該施設が指針に基づいた研

修プログラムを作成し、定期的な教育

(年二回以上)を開催するとともに、新規

採用時には必ず感染対策研修を実施す

ることが重要である。また、調理や清掃

などの業務を委託する場合には、委託を

受けて行う者に対しても、施設の指針が

周知されるようにする必要がある。 

また、研修の実施内容についても記録

することが必要である。 

研修の実施は、職員研修施設内での研

修で差し支えない。 

④ 施設は、入所予定者の感染症に関する

事項も含めた健康状態を確認すること

が必要であるが、その結果感染症や既往

であっても、一定の場合を除き、サービ

ス提供を断る正当な理由には該当しな
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いものである。こうした者が入所する場

合には、感染対策担当者は、介護職員そ

の他の従業者に対し、当該感染症に関す

る知識、対応等について周知することが

必要である。 

苦情処理 

第三十三条 指定介護老人福祉施設

は、その提供した指定介護福祉施

設サービスに関する入所者及びそ

の家族からの苦情に迅速かつ適切

に対応するために、苦情を受け付

けるための窓口を設置する等の必

要な措置を講じなければならな

い。 

 

 

２ 指定介護老人福祉施設は、前項

の苦情を受け付けた場合には、当

該苦情の内容等を記録しなければ

ならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は、提供

した指定介護福祉施設サービスに

関し、法第二十三条の規定による

市町村が行う文書その他の物件の

提出若しくは提示の求め又は当該

市町村の職員からの質問若しくは

照会に応じ、入所者からの苦情に

関して市町村が行う調査に協力す

るとともに、市町村から指導又は

助言を受けた場合は、当該指導又

は助言に従って必要な改善を行わ

なければならない。 

４ 指定介護老人福祉施設は、市町

村からの求めがあった場合には、

前項の改善の内容を市町村に報告

しなければならない。 

５ 指定介護老人福祉施設は、提供

した指定介護福祉施設サービスに

関する入所者からの苦情に関して

国民健康保険団体連合会(国民健

康保険法(昭和三十三年法律第百

九十二号)第四十五条第五項に規

定する国民健康保険団体連合会を

いう。以下同じ。)が行う法第百七

２９ 苦情処理 

(1) 基準省令第三十三条第一項にいう「必

要な措置」とは、苦情を受け付けるため

の窓口を設置することのほか、相談窓口、

苦情処理の体制及び手順等当該施設にお

ける苦情を処理するために講ずる措置の

概要について明らかにし、これを入所者

又はその家族にサービスの内容を説明す

る文書に記載するとともに、施設に掲示

すること等である。 

(2) 同条第二項は、苦情に対し指定介護老

人福祉施設が組織として迅速かつ適切に

対応するため、当該苦情(指定介護老人福

祉施設が提供したサービスとは関係のな

いものを除く。) の受付日、内容等を記

録することを義務づけたものである。 

また、指定介護老人福祉施設は、苦情

がサービスの質の向上を図る上での重要

な情報であるとの認識に立ち、苦情の内

容を踏まえ、サービスの質の向上に向け

た取組を自ら行うべきである。 

なお、基準省令第三十七条第二項の規

定に基づき、苦情の内容等の記録は、二

年問保存しなければならない。 

(3) 介護保険法上、苦情処理に関する業務

を行うことがその業務として位置付けら

れている国民健康保険団体連合会のみな

らず、住民に最も身近な行政庁であり、 

かつ、保険者である市町村が、サービス

に関する苦情に対応する必要が生ずるこ

とから、市町村についても国民健康保険

団体連合会と同様に、指定介護老人福祉

施設に対する苦情に関する調査や指導、

助言を行えることを運営基準上明確にし

たものである。 
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十六条第一項第三号の規定による

調査に協力するとともに、国民健

康保険団体連合会から同号の規定

による指導又は助言を受けた場合

は、当該指導又は助言に従って必

要な改善を行わなければならな

い。 

６ 指定介護老人福祉施設は、国民

健康保険団体連合会からの求めが

あった場合には、前項の改善の内

容を国民健康保険団体連合会に報

告しなければならない。 

地域との連携等 

第三十四条 指定介護老人福祉施設

は、その運営に当たっては、地域

住民又はその自発的な活動等との

連携及び協力を行う等の地域との

交流を図らなければならない。 

 

 

２ 指定介護老人福祉施設は、その

運営に当たっては、提供した指定

介護福祉施設サービスに関する入

所者からの苦情に関して、市町村

等が派遣する者が相談及び援助を

行う事業その他の市町村が実施す

る事業に協力するよう努めなけれ

ばならない。 

 

３０ 地域との連携等 

(1) 基準省令第三十四条第一項は、指定介

護老人福祉施設が地域に開かれたものと

して運営されるよう、地域の住民やボラ

ンティア団体等との連携及び協力を行う

等の地域との交流を図らなければならな

いこととしたものである。 

(2) 同条第二項は、基準省令第一条第三項

の趣旨に基づき、介護相談員を積極的に

受け入れる等、市町村との密接な連携に

努めることを規定したものである。 

なお、「市町村が実施する事業」には、

介護相談員派遺事業のほか、広く市町村

が老人クラブ、婦人会その他の非営利団

体や住民の協力を得て行う事業が含まれ

るものである。 

事故発生の防止及び発生時の対応 

第三十五条 指定介護老人福祉施設

は、事故の発生又はその再発を防

止するため、次の各号に定める措

置を講じなければならない。 

一 事故が発生した場合の対応、

次号に規定する報告の方法等が

記載された事故発生の防止のた

めの指針を整備すること。 

 

 

 

 

３１ 事故発生の防止及び発生時の対応 

(1) 事故発生の防止のための指針(第一項

第一号) 

指定介護老人福祉施設が整備する「事

故発生の防止のための指針」には、次の

ような項目を盛り込むこととする。 
 

① 施設における介護事故の防止に関す

る基本的考え方 

② 介護事故の防止のための委員会その

他施設内の組織に関する事項 

③ 介護事故の防止のための職員研修に
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二 事故が発生した場合又はそれ

に至る危険性がある事態が生じ

た場合に、当該事実が報告され、

その分析を通じた改善策を従業

者に周知徹底する体制を整備す

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関する基本方針 

④ 施設内で発生した介護事故、介護事

故には至らなかったが介護事故が発生

しそうになった場合(ヒヤリ・ハット事

例) 及び現状を放置しておくと介護事

故に結びつく可能性が高いもの(以下

「介護事故等」という。) の報告方法

等の介護に係る安全の確保を目的とし

た改善のための方策に関する基本方針 

⑤ 介護事故等発生時の対応に関する基

本方針 

⑥ 入所者等に対する当該指針の閲覧に

関する基本方針 

⑦ その他介護事故等の発生の防止の推

進のために必要な基本方針 

(2) 事実の報告及びその分析を通じた改善

策の従業者に対する周知徹底(第一項第

二号) 

指定介護老人福祉施設が、報告、改善

のための方策を定め、周知徹底する目的

は、介護事故等について、施設全体で情

報共有し、今後の再発防止につなげるた

めのものであり、決して従業者の懲罰を

目的としたものではないことに留意する

ことが必要である。 

具体的には、次のようなことを想定し

ている。 

① 介護事故等について報告するための

様式を整備すること。 

② 介護職員その他の従業者は、介護事

故等の発生ごとにその状況、背景等を

記録するとともに、①の様式に従い、 

介護事故等について報告すること。 

③ (3)の事故発生の防止のための委員

会において、②により報告された事例

を集計し、分析すること。 

④ 事例の分析に当たっては、介護事故

等の発生時の状況等を分析し、介護事

故等の発生原因、結果等をとりまとめ、 

防止策を検討すること。 

⑤ 報告された事例及び分析結果を従業

者に周知徹底すること。 

⑥ 防止策を講じた後に、その効果につ

いて評価すること。 
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三 事故発生の防止のための委員

会及び従業者に対する研修を定

期的に行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 事故発生の防止のための委員会(第一

項第三号) 

指定介護老人福祉施設における「事故

発生の防止のための検討委員会」(以下

「事故防止検討委員会」という。) は、

介護事故発生の防止及び再発防止のため

の対策を検討する委員会であり、幅広い

職種(例えば、施設長(管理者)、事務長、

医師、看護職員、介護職員、生活相談員) 

により構成する。構成メンバーの責務及

び役割分担を明確にするとともに、専任

の安全対策を担当する者を決めておくこ

とが必要である。 

なお、事故防止検討委員会は、運営委

員会など他の委員会と独立して設置・運

営することが必要であるが、感染対策委

員会については、関係する職種、取り扱

う事項等が事故防止検討委員会と相互に

関係が深いと認められることから、これ

と一体的に設置・運営することも差し支

えない。事故防止検討委員会の責任者は

ケア全般の貴任者であることが望まし

い。 

また、事故防止検討委員会に施設外の

安全対策の専門家を委員として積極的に

活用することが望ましい。 

(4) 事故発生の防止のための従業者に対す

る研修(第一項第三号) 

介護職員その他の従業者に対する事故

発生の防止のための研修の内容として

は、事故発生防止の基礎的内容等の適切

な知識を普及・啓発するとともに、当該

指定介護老人福祉施設における指針に基

づき、安全管理の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくた

めには、当該指定介護老人福祉施設が指

針に基づいた研修プログラムを作成し、

定期的な教育(年二回以上)を開催すると

ともに、新規採用時には必ず事故発生の

防止の研修を実施することが重要であ

る。 

また、研修の実施内容についても記録

することが必要である。研修の実施は、

職員研修施設内での研修で差し支えな

い。 
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２ 指定介護老人福祉施設は、入所

者に対する指定介護福祉施設サー

ビスの提供により事故が発生した

場合は、速やかに市町村、入所者

の家族等に連絡を行うとともに、

必要な措置を講じなければならな

い。 

３ 指定介護老人福祉施設は、前項

の事故の状況及び事故に際して採

った処置について記録しなければ

ならない。 

４ 指定介護老人福祉施設は、入所

者に対する指定介護福祉施設サー

ビスの提供により賠償すべき事故

が発生した場合は、損害賠償を速

やかに行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 損害賠償(第四項) 

  指定介護老人福祉施設は、賠償すべき

事態となった場合には、速やかに賠償し

なければならない。そのため、損害賠償

保険に加入しておくか若しくは賠償資力

を有することが望ましい。 
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基準省令 解釈通知 

基本方針 

第八十九条 指定地域密着型サービスに該

当する認知症対応型共同生活介護(以下

「指定認知症対応型共同生活介護」とい

う。)の事業は、要介護者であって認知症

であるものについて、共同生活住居(法第

八条第十九項に規定する共同生活を営む

べき住居をいう。以下同じ。)において、

家庭的な環境と地域住民との交流の下で

入浴、排せつ、食事等の介護その他の日

常生活上の世話及び機能訓練を行うこと

により、利用者がその有する能力に応じ

自立した日常生活を営むことができるよ

うにするものでなければならない。 

１ 基本方針 

  認知症対応型共同生活介護は、認知症

高齢者が、家庭的な環境と地域住民との

交流の下、住み慣れた環境での生活を継

続できるようにすることを目指すもので

ある。 

  指定認知症対応型共同生活介護の対象

者は、法第八条第十九項の規定に規定さ

れるとおり、認知症の原因となる疾患が

急性の状態にある者は、共同生活住居に

おいて共同生活を送ることに支障がある

と考えられることから、指定認知症対応

型共同生活介護の対象とはならないもの

である。 

指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針 

第九十七条 指定認知症対応型共同生活介

護は、利用者の認知症の症状の進行を緩

和し、安心して日常生活を送ることがで

きるよう、利用者の心身の状況を踏まえ、

妥当適切に行われなければならない。 

 

 

(4) 指定認知症対応型共同生活介護の取扱

方針 

① 基準第九十七条第二項は、利用者が

共同生活を送る上で自らの役割を持つ

ことにより、達成感や満足感を得、自

信を回復するなどの効果が期待される

とともに、利用者にとって当該共同生

 ２－（２） 

  ●指定地域密着型サービスの事業の 

人員、設備及び運営に関する基準（抜粋） 

（平成十八年三月十四日厚生労働省令第三十四号） 
 

  ○指定地域密着型サービス及び 

指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について（抜粋） 

（平成十八年三月三十一日老計発〇三三一〇〇四 

・老振発〇三三一〇〇四・老老発〇三三一〇一七） 
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２ 指定認知症対応型共同生活介護は、利

用者一人一人の人格を尊重し、利用者が

それぞれの役割を持って家庭的な環境の

下で日常生活を送ることができるよう配

慮して行われなければならない。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護は、認

知症対応型共同生活介護計画に基づき、

漫然かつ画一的なものとならないよう配

慮して行われなければならない。 

４ 共同生活住居における介護従業者は、

指定認知症対応型共同生活介護の提供に

当たっては、懇切丁寧に行うことを旨と

し、利用者又はその家族に対し、サービ

スの提供方法等について、理解しやすい

ように説明を行わなければならない。 

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、指定認知症対応型共同生活介護の提

供に当たっては、当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊

急やむを得ない場合を除き、身体的拘束

等を行ってはならない。 

６ 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、前項の身体的拘束等を行う場合には、

その態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由を

記録しなければならない。 

 

 

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、自らその提供する指定認知症対応型

共同生活介護の質の評価を行うととも

に、定期的に外部の者による評価を受け

て、それらの結果を公表し、常にその改

善を図らなければならない。 

活住居が自らの生活の場であると実感

できるよう必要な援助を行わなければ

ならないこととしたものである。 

② 同条第四項で定めるサービス提供方

法等とは、認知症対応型共同生活介護

計画の目標及び内容や行事及び日課等

も含むものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 同条第五項及び第六項は、当該利用

者又は他の利用者等の生命又は身体を

保護するため緊急やむを得ない場合を

除き、身体的拘束等を行ってはならず、

緊急やむを得ない場合に身体的拘束等

を行う場合にあっても、その態様及び

時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由を記録しな

ければならないこととしたものであ

る。 

なお、基準第百七条第二項の規定に

基づき、当該記録は、二年間保存しな

ければならない。 

④ 同条第七項は、指定認知症対応型共

同生活介護事業者は、各都道府県の定

める基準に基づき、まず自ら評価を行

った上で、各都道府県が選定した評価

機関の実施するサービス評価を受け、

その評価結果を踏まえて総括的な評価

を行い、常にその提供する指定認知症

対応型共同生活介護の質の改善を図ら

なければならないことを規定したもの

である。また、評価の実施を担保する
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観点から、それらの結果を入居（申込）

者及びその家族へ提供するほか、事業

所内の外部の者にも確認しやすい場所

に掲示する方法や、市町村窓口、地域

包括支援センターに置いておく方法、

インターネットを活用する方法などに

より、開示しなければならないことと

する。なお、自ら行う評価及び外部の

者による評価に関する具体的な事項に

ついては、別に通知するところによる

ものである。 

認知症対応型共同生活介護計画の作成 

第九十八条 共同生活住居の管理者は、計

画作成担当者(第九十条第七項の計画作

成担当者をいう。以下この条において同

じ。)に認知症対応型共同生活介護計画の

作成に関する業務を担当させるものとす

る。 

２ 認知症対応型共同生活介護計画の作成

に当たっては、通所介護等の活用、地域

における活動への参加の機会の提供等に

より、利用者の多様な活動の確保に努め

なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画作成担当者は、利用者の心身の状

況、希望及びその置かれている環境を踏

まえて、他の介護従業者と協議の上、援

助の目標、当該目標を達成するための具

体的なサービスの内容等を記載した認知

症対応型共同生活介護計画を作成しなけ

ればならない。 

４ 計画作成担当者は、認知症対応型共同

生活介護計画の作成に当たっては、その

内容について利用者又はその家族に対し 

(5) 認知症対応型共同生活介護計画の作成 

① 当該計画の作成及びその実施に当た

っては、いたずらにこれを利用者に強

制することとならないように留意する

ものとする。 

 

② 基準第九十八条第二項でいう通所介

護の活用とは、介護保険給付の対象と

なる通所介護ではなく、当該指定認知

症対応型共同生活介護事業者と通所介

護事業者との間の契約により、利用者

に介護保険給付の対象となる通所介護

に準ずるサービスを提供するものであ

る。また、その他の多様な活動とは、

地域の特性や利用者の生活環境に応じ

たレクリエーション、行事、園芸、農

作業などの利用者の趣味又は嗜好に応

じた活動等をいうものである。 

③ 認知症対応型共同生活介護計画は、

利用者の心身の状況、希望及びその置

かれている環境を踏まえて作成されな

ければならないものであり、サービス

内容等への利用者の意向の反映の機会

を保障するため、計画作成担当者は、

認知症対応型共同生活介護計画の作成

に当たっては、その内容等を説明した

上で利用者の同意を得なければなら

ず、また、当該認知症対応型共同生活 
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て説明し、利用者の同意を得なければな

らない。 

５ 計画作成担当者は、認知症対応型共同

生活介護計画を作成した際には、当該認

知症対応型共同生活介護計画を利用者に

交付しなければならない。 

６ 計画作成担当者は、認知症対応型共同

生活介護計画の作成後においても、他の

介護従業者及び利用者が認知症対応型共

同生活介護計画に基づき利用する他の指

定居宅サービス等を行う者との連絡を継

続的に行うことにより、認知症対応型共

同生活介護計画の実施状況の把握を行

い、必要に応じて認知症対応型共同生活

介護計画の変更を行うものとする。 

７ 第二項から第五項までの規定は、前項

に規定する認知症対応型共同生活介護計

画の変更について準用する。 

介護計画を利用者に交付しなければ

ならない。 

なお、交付した認知症対応型共同生

活介護計画は、基準第百七条第二項の

規定に基づき、二年間保存しなければ

ならない。 

④ 同条第六項は、認知症対応型共同生

活介護計画には、当該共同生活住居内

で提供するサービスだけでなく、当該

共同生活住居外において入居者が利用

する他の居宅サービス等も位置づけら

れることから、計画作成担当者は、当

該共同生活住居の他の介護従業者及び

他の居宅サービス等を行う者と連携し

て当該計画に基づいたサービスの実施

状況を把握し、また、必要に応じて計

画の変更を行うものとする。 

⑤ 指定居宅介護支援等の事業の人員及

び運営に関する基準第十三条第十二号

において、「介護支援専門員は、居宅

サービス計画に位置付けた指定居宅サ

ービス事業者等に対して、指定居宅サ

ービス等基準において位置付けられて

いる計画の提出を求めるものとする」

と規定していることを踏まえ、認知症

対応型共同生活介護事業所において短

期利用認知症対応型共同生活介護費を

算定する場合で、居宅介護支援事業所

の介護支援専門員が作成した居宅サー

ビス計画に基づきサービスを提供して

いる認知症対応型共同生活介護事業者

は、当該居宅サービス計画を作成して

いる指定居宅介護支援事業者から認知

症対応型共同生活介護計画の提供の求

めがあった際には、当該認知症対応型

共同生活介護計画を提供することに協

力するよう努めるものとする。 
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運営規程 

第百二条 指定認知症対応型共同生活介護

事業者は、共同生活住居ごとに、次に掲

げる事業の運営についての重要事項に関

する規程を定めておかなければならな

い。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務内容 

三 利用定員 

四 指定認知症対応型共同生活介護の内

容及び利用料その他の費用の額 

五 入居に当たっての留意事項 

六 非常災害対策 

七 その他運営に関する重要事項 

 

(8) 運営規程 

基準第百二条は、指定認知症対応型共

同生活介護の事業の適正な運営及び利用

者に対する適切な指定認知症対応型共同

生活介護の提供を確保するため、同条第

一号から第七号までに掲げる事項を内容

とする規程を定めることを共同生活住居

ごとに義務づけたものであるが、第四号

の「指定認知症対応型共同生活介護の内

容」にあっては、通所介護等を利用する

場合については当該サービスを含めたサ

ービスの内容を指すものであることに留

意するものとする。 

同条第六号の「非常災害対策」は、指

定小規模対応型居宅介護に係る第八十一

条第九号の規定と同趣旨であるため、第

三の四［小規模多機能型居宅介護］の４

の(12)の③を参照されたい。 

同条第七号の「その他運営に関する重

要事項」として、当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊

急やむを得ない場合に身体的拘束等を行

う際の手続について定めておくことが望

ましい。 

 

第３の四の４の（12）より 

 ③非常災害対策（第六号） 

（14）の非常災害に関する具体的計画をさ

すものであること。 

 

非常災害対策（基準第百八条・準用） 

第八十二条の二 指定認知症対応型共同生

活介護事業者は、非常災害に関する具体

的計画を立て、非常災害時の関係機関へ

の通報及び連携体制を整備し、それらを

定期的に従業者に周知するとともに、定

期的に避難、救出その他必要な訓練を行

(14) 非常災害対策 

  基準第八十二条の二は、指定認知症対

応型共同生活介護事業者は、非常災害に

際して必要な具体的計画の策定、関係機

関ヘの通報及び連携体制の整備、避難、

救出訓練の実施等の対策の万全を期さな
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わなければならない。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、前項に規定する訓練の実施に当たっ

て、地域住民の参加が得られるよう連携

に努めなければならない。 

 

ければならないこととしたものである。 

関係機関ヘの通報及び連携体制の整備と

は、火災等の災害時に、地域の消防機関

へ速やかに通報する体制をとるよう従業

員に周知徹底するとともに、日頃から消

防団や地城住民との連携を図り、火災等

の際に消火・避難等に協力してもらえる

ような体制作りを求めることとしたもの

である。なお「非常災害に関する具体的

計画」とは、消防法施行規則第三条に規

定する消防計画（これに準ずる計画を含

む。）及び風水害、地震等の災害に対処

するための計画をいう。この場合、消防

計画の策定及びこれに基づく消防業務の

実施は、消防法第八条の規定により防火

管理者を置くこととされている指定認知

症対応型共同生活介護事業所にあっては

その者に行わせるものとする。また、防

火管理者を置かなくてもよいこととされ

ている指定認知症対応型共同生活介護事

業所においても、防火管理について責任

者を定め、その者に消防計画に準ずる計

画の樹立等の業務を行わせるものとす

る。 

 同条第二項は、指定認知症対応型共同

生活介護事業所が前項に規定する避難、

救出その他の訓練の実施に当たって、で

きるだけ地域住民の参加が得られるよう

努めることとしたものであり、そのため

には、地域住民の代表者等により構成さ

れる運営推進会議を活用し、日頃から地

域住民との密接な連携体制を確保するな

ど、訓練の実施に協力を得られる体制づ

くりに努めることが必要である。訓練の

実施に当たっては、消防関係者の参加を

促し、具体的な指示を仰ぐなど、より実

効性のあるものとすること。 

 

 

衛生管理等（基準第百八条・準用） 
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第五十八条 指定認知症対応型共同生活介

護事業者は、利用者の使用する施設、食

器その他の設備又は飲用に供する水につ

いて、衛生的な管理に努め、 又は衛生上

必要な措置を講じなければならない。  

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、当該指定認知症対応型共同生活介護

事業所において感染症が発生し、又はま

ん延しないように必要な措置を講ずるよ

う努めなければならない。 

 

(8) 衛生管理等 

基準第五十八条は、指定認知症対応型

共同生活介護事業所の必要最低限の衛生

管理等について規定したものであるが、

このほか、次の点に留意するものとする。 

① 指定認知症対応型共同生活介護事業

者は、食中毒及び感染症の発生を防止

するための措置等について、必要に応

じて保健所の助言、指導を求めるとと

もに、常に密接な連携を保つこと。 

② 特に、インフルエンザ対策、腸管出

血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症

対策等については、その発生及びまん

延を防止するための措置等について、

別途通知等が発出されているので、こ

れに基づき、適切な措置を講じること。 

③ 空調設備等により施設内の適温の確

保に努めること。 

苦情処理（基準第百八条・準用） 

第三条の三十六 指定認知症対応型共同生

活介護事業者は、提供した指定認知症対

応型共同生活介護に係る利用者及びその

家族からの苦情に迅速かつ適切に対応す

るために、苦情を受け付けるための窓口

を設置する等の必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、前項の苦情を受け付けた場合には、

当該苦情の内容等を記録しなければなら

ない。 

 

 

 

 

 

 

(25) 苦情処理 

 ① 基準第三条の三十六第一項にいう「

必要な措置」とは、具体的には、相談

窓口、苦情処理の体制及び手順等当該

事業所における苦情を処理するために

講ずる措置の概要について明らかにし

、利用申込者又はその家族にサービス

の内容を説明する文書に苦情に対する

対応の内容についても併せて記載する

とともに、事業所に掲示すること等で

ある。 

②  同条第二項は、利用者及びその家族

からの苦情に対し、指定認知症対応型

共同生活介護事業者が組織として迅速

かつ適切に対応するため、当該苦情（指

定認知症対応型共同生活介護事業者が

提供したサービスとは関係のないもの

を除く。）の受付日、その内容等を記

録することを義務づけたものである。 

また、指定認知症対応型共同生活介

護事業者は、苦情がサービスの質の向
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３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、提供した指定認知症対応型共同生活

介護に関し、法第二十三条の規定により

市町村が行う文書その他の物件の提出若

しくは提示の求め又は当該市町村の職員

からの質問若しくは照会に応じ、及び利

用者からの苦情に関して市町村が行う調

査に協力するとともに、市町村から指導

又は助言を受けた場合においては、当該

指導又は助言に従って必要な改善を行わ

なければならない。 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、市町村からの求めがあった場合には、

前項の改善の内容を市町村に報告しなけ

ればならない。 

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、提供した指定認知症対応型共同生活

介護に係る利用者からの苦情に関して国

民健康保険団体連合会(国民健康保険法

(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十

五条第五項に規定する国民健康保険団体

連合会をいう。以下同じ。)が行う法第百

七十六条第一項第三号の調査に協力する

とともに、国民健康保険団体連合会から

同号の指導又は助言を受けた場合におい

ては、当該指導又は助言に従って必要な

改善を行わなければならない。 

６ 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、国民健康保険団体連合会からの求め

があった場合には、前項の改善の内容を

国民健康保険団体連合会に報告しなけれ

ばならない。 

 

上を図る上での重要な情報であるとの

認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サ

ービスの質の向上に向けた取組を行う

ことが必要である。 

なお、基準第百七条第二項の規定に

基づき、苦情の内容等の記録は、二年

間保存しなければならない 

③  同条第三項は、介護保険法上、苦情

処理に関する業務を行うことが位置付

けられている国民健康保険団体連合会

のみならず、住民に最も身近な行政庁

であり、かつ、保険者である市町村が、

サービスに関する苦情に対応する必要

が生ずることから、市町村についても

国民健康保険団体連合会と同様に、指

定認知症対応型共同生活介護事業者に

対する苦情に関する調査や指導、助言

を行えることを運営基準上、明確にし

たものである。 
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事故発生時の対応（基準第百八条・準用） 

第三条の三十八 指定認知症対応型共同生

活介護事業者は、利用者に対する指定認

知症対応型共同生活介護の提供により事

故が発生した場合は、市町村、当該利用

者の家族、当該利用者に係る居宅介護支

援事業者等に連絡を行うとともに、必要

な措置を講じなければならない。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、前項の事故の状況及び事故に際して

採った処置について記録しなければなら

ない。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、利用者に対する指定認知症対応型共

同生活介護の提供により賠償すべき事故

が発生した場合は、損害賠償を速やかに

行わなければならない。 

(27) 事故発生時の対応 

基準第三条の三十八は、利用者が安心

して指定認知症対応型共同生活介護の提

供を受けられるよう事故発生時の速やか

な対応を規定したものである。指定認知

症対応型共同生活介護事業者は、利用者

に対する指定認知症対応型共同生活介護

の提供により事故が発生した場合には、

市町村、当該利用者の家族、当該利用者

に係る居宅介護支援事業者等に対して連

絡を行う等の必要な措置を講じるべきこ

ととするとともに、当該事故の状況及び

事故に際して採った処置について記録し

なければならないこととしたものであ

る。 

また、利用者に対する指定認知症対応

型共同生活介護の提供により賠償すべき

事故が発生した場合には、損害賠償を速

やかに行わなければならないこととした

ものである。 

なお、基準第百七条第二項の規定に基

づき、事故の状況及び事故に際して採っ

た処置についての記録は、二年間保存し

なければならない。 

このほか、以下の点に留意するものと

する。 

①  利用者に対する指定認知症対応型共

同生活介護の提供により事故が発生し

た場合の対応方法については、あらか

じめ指定認知症対応型共同生活介護事

業者が定めておくことが望ましいこ

と。 

②  指定認知症対応型共同生活介護事業

者は、賠償すべき事態において速やか

に賠償を行うため、損害賠償保険に加

入しておくか、又は賠償資力を有する

ことが望ましいこと。 

③ 指定認知症対応型共同生活介護事業

者は、事故が生じた際にはその原因を
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解明し、再発生を防ぐための対策を講

じること。 

地域との連携等（基準第百八条・準用） 

第八十五条 指定認知症対応型共同生活介

護事業者は、指定認知症対応型共同生活

介護の提供に当たっては、利用者、利用

者の家族、地域住民の代表者、指定認知

症対応型共同生活介護事業所が所在する

市町村の職員又は当該指定認知症対応型

共同生活介護事業所が所在する区域を管

轄する法第百十五条の四十六第一項に規

定する地域包括支援センターの職員、認

知症対応型共同生活介護について知見を

有する者等により構成される協議会(以

下この項において「運営推進会議」とい

う。)を設置し、おおむね二月に一回以上、

運営推進会議に対し活動状況を報告し、

運営推進会議による評価を受けるととも

に、運営推進会議から必要な要望、助言

等を聴く機会を設けなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、前項の報告、評価、要望、助言等に

ついての記録を作成するとともに、当該

記録を公表しなければならない。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、その事業の運営に当たっては、地域

住民又はその自発的な活動等との連携及

び協力を行う等の地域との交流を図らな

ければならない。 

 

 

 

(17) 地域との連携等 

① 基準第八十五条第一項に定める運営

推進会議は、指定認知症対応型共同生

活介護事業所が、利用者、市町村職員、

地域住民の代表者等に対し、提供して

いるサービス内容等を明らかにするこ

とにより、事業所による利用者の「抱

え込み」を防止し、地域に開かれたサ

ービスとすることで、サービスの質の

確保を図ることを目的として設置する

ものであり、各事業所が自ら設置すべ

きものである。 

この運営推進会議は、事業所の指定

申請時には、既に設置されているか、 

確実な設置が見込まれることが必要と

なるものである。 

また、地域の住民の代表者とは、町

内会役員、民生委員、老人クラブの代

表等が考えられる。 

なお、指定小規模多機能型居宅介護

事業所等と指定認知症対応型共同生活

介護事業所等を併設している場合にお

いては、１つの運営推進会議において、

両事業所の評価等を行うことで差し支

えない。 

② ［略］ 

③運営推進会議における報告等の記録

は、基準第八十七条第二項の規定に基

づき、二年間保存しなければならない。 

④基準第八十五条第三項は、指定認知症

対応型共同生活介護の事業が地域に開

かれた事業として行われるよう、指定

認知症対応型共同生活介護事業者は、

地域の住民やボランティア団体等との

連携及び協力を行う等の地域との交流

に努めなければならないこととしたも

のである。 
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４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、その事業の運営に当たっては、提供

した指定認知症対応型共同生活介護に関

する利用者からの苦情に関して、市町村

等が派遣する者が相談及び援助を行う事

業その他の市町村が実施する事業に協力

するよう努めなければならない。 

 

 

⑤基準八十五条第四項は、基準第三条第

二項の趣旨に基づき、介護相談員を派

遣する事業を積極的に受け入れる等、

市町村との密接な連携に努めることを

規定したものである。なお、「市町村

が実施する事業」には、介護相談員派

遣事業のほか、広く市町村が老人クラ

ブ、婦人会その他の非営利団体や住民

の協力を得て行う事業が含まれるもの

である。 
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第２ 各種加算等自己点検シート、各種加算・減算 

適用要件等一覧 
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